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はじめに 

 

わが国の木材輸出額は、昭和 30 年から 48 年までの高度成長期には大きかった。しかし、

今や大きな輸入超となっている。豊富な森林資源と優れた木材利用技術を有しているのに、

なぜ規模的、安定的、継続的な国産材輸出を遂げなかったか。その理由のひとつとして、我

が国の主要樹種のスギ、ヒノキ、カラマツが有望な輸出市場である中国の「木構造設計規範」

国家標準に定められた強度設計上で守らなければならない「針葉樹木材適用強度等級」表に

おいて構造用製材として使える樹種群に入っていない影響が大きいと考えられる。つまり、

スギ、ヒノキ、カラマツが木造建築の構造材として中国の「木構造設計規範」に指定されて

いない。これは、「日本産木材が強度の低い木材、質の悪い木材であり、建築の構造用材と

してはもちろん、内装用材や家具用材としても不適である」といった誤解を生む要因ともな

っており、中国向けの輸出が大きく阻害されている。こうした因果関係は、カナダ、アメリ

カの産官学が一体となって上述の中国標準における枠組壁構法の確立に向けて様々な取組

みを行った結果が対中国の木材輸出の著増に大きく寄与したことに実証されており、また本

事業で中国国内の関係者を対象に行ったアンケートの結果にも再確認された。 

中国向け国産材の輸出拡大を図る上では、中国｢木構造設計規範｣における日本産木材の利

用同等性の確立という課題を解決することを避けては通れない。この重要かつ喫緊の課題の

解決は、国産材の主要産地及び輸出に取り組む事業者から強く求められている。このため、

日本木材輸出振興協議会では、平成 22年度農林水産省補助事業を活用して、『中国「木構造

設計規範」における日本産木材の利用同等性の確立』を行った。この事業は、中国「木構造

設計規範」の改定計画と進捗状況などを把握した上、本事業で設置した輸出課題解決検討会

の助言を受けて中国「木構造設計規範」管理委員会向けの「日本産木材利用提案」の検討・

策定、同規範管理委員会・改定委員会等との意見交換・協議に焦点を当てて、課題解決に向

けて様々な取組みを行った。 

本報告書が、これから国産材の対中国輸出を行おうとしている事業者はもちろん、すでに

中国への輸出事業を展開している事業者にとっても、大いに参考になるものと期待している。 

本事業の実施に当たり、中国「木構造設計規範」管理委員会主任 楊 学兵氏、同技術責

任者 王 永維氏を始め現地の方々のご協力及び次頁に記すとおり、課題解決検討会の方々

のご助言を頂いた。特に日本産木材利用提案の検討・策定に当たって、独立行政法人森林総

合研究所材料接合研究室長 長尾 博文氏、同主任研究員 加藤 英雄氏に多大なご協力をい

ただいた。また、中国側との意見交換・協議を支援する「日本産木材説明会」の実施に当た

り、林野庁林政部長 末松 広行氏、同木材利用課長 池渕 雅和氏、日本国在中華人民共和

国大使館経済部参事官 佐竹 健次氏のご協力をいただいた。ここに併せて、御礼申し上げ

る次第である。 

なお、本事業は、「平成 22 年度農林水産物等輸出課題解決対策事業」（農林水産省補助事

業）により、日本木材輸出振興協議会が実施したものである。本報告書執筆の一切の責任は、

同協議会にあり、農林水産省の見解を示すものではない。 

平成 23年 3月 

東京大学名誉教授、NPO木の建築フォラム理事長 

国産材輸出課題解決検討会委員長   坂本 功 
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報告書要旨 

 

１． 中国向け国産材の輸出に当たって、わが国の主要木材（スギ、ヒノキ等）が、中国「木

構造設計規範」（日本の建築基準法に該当）において木造建築の構造材として採用され

ていないという課題の解決を図るため、中国「木構造設計規範」の改定に係る調査・研究、

輸出課題解決検討会を通じた解決策の検討、中国「木構造設計規範」管理委員会（規範

管理委員会）向けの日本産木材利用提案の策定、同委員会等関係機関との意見交換・

協議といった実践的な取組みを行うとともに、これらの成果の報告会、報告書の作成・配

布、関係情報の公開・提供の普及啓発を一体的に行った。 

 

２． 中国「木構造設計規範」に係る調査・研究では、中国の木造関連標準の整備状況、同規

範の管理体制、改定フロー、改定状況、今回改定の計画と進捗状況など、同規範におけ

る日本産木材の利用に係る提案の検討・策定並びに規範管理委員会・改定委員会との協

議に資する情報の現地調査、資料収集、聞き取りを行った。 

 

３． 輸出課題解決検討会は３回開催され、課題の解決に向けた方針を定めるとともに、同規

範における日本産木材利用に関する提案を検討し、規範管理委員会・改定委員会との協

議に関する助言を行った。 

 

４． 日本産木材利用提案の検討・策定においては、輸出課題解決検討会の助言を受けて、規

範管理委員会との協議状況を見ながら、中国「木構造設計規範」に対応したスギ、ヒノ

キ、カラマツの強度特性値、設計値、強度等級を誘導した。その導出結果等を踏まえ、

スギ、ヒノキ、カラマツにそれぞれ「TC11B」、「TC13B」、「TC13B」の強度等級を付与し、

同規範に明記するようにしたい旨の提案を策定した。 

 

５． 中国関係機関との意見交換・協議では、規範管理委員会・改定委員会を始め関係機関と

の意見交換（5 回）、日本産木材利用提案の提出と提案内容についての協議（4 回）、さ

らに中国側との意見交換・協議を支援する「日本産木材説明会」の開催に取組んだ結果、

中国「木構造設計規範」におけるスギ、ヒノキ、カラマツの基準強度の付与と明記の見

通しができたことに大きく寄与した。 

 

６． 事業の普及・啓発活動については、事業成果報告会を開催するとともに、報告書の配布

や専門誌・ウェブサイトを通じた関係情報の公開・提供を行い、本事業により得られた

情報及び結果等の周知、普及に努めた。 

 

７． 規範管理委員会・改定委員会との意見交換・協議を通じて、軸組構法を中国「木構造設

計規範」に盛り込むことが可能になった。中国における日本産木材の利用同等性の確立

及び国産材の輸出拡大を図るためには、このチャンスを逃さず、引き続き行政の指導の

もとで関係業界団体等とタイアップして同規範に対し軸組構法に関する提案に取組み

たい。 
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１．事業実施の概要 

 

１－１ 背景 

農林水産物・食品の輸出額を平成 29 年までに 1 兆円水準とする政府目標を達成するため

に、また国産材の利用拡大促進の一環として、農林水産省は、木材需要の増大が続く中国、

韓国をはじめとする海外市場への国産材輸出の取組みを支援している。 

平成 15 年頃から、当協議会は多くの自治体や輸出志向のある事業者と連携し、国産材の

海外販路の開拓・拡大を目指して、中国、韓国等において様々な宣伝普及、販売促進活動に

取組んできた。 

しかし、わが国の木材輸出額は、平成 13 年の 71 億円から、平成 20 年の 120 億円へと増

加しているものの、近年は一進一退で、輸出の伸びは低迷している1。 

その理由については、いくつかの課題を取り上げられるが、そのなかで最大の課題は表 1-1

に示すように、「有望な輸出市場である中国の「木構造設計規範」国家標準に、わが国のス

ギ、ヒノキ等国産材が構造用製材として指定されていないため、これらの国産材を構造材と

して利用できないという制限があること」である。一方、スギ、ヒノキ等国産材の主要産地、

輸出に取組んでいる事業者、取り組もうとしている事業者からは、「国全体としてこの決定

的な問題の解決に向けて早急に対応策を立てて、最優先に対応してほしい」との要望が多い。 

 

表１－１ 中国「木構造設計規範」に定められている針葉樹木材適用強度等級 

強度等級 組別 適 用 樹 種 

TC17 
A シダレイトスギ、ダイオウマツ、スラッシュマツ、ウエスタンラーチ 

B トウホクカラマツ、オウシュウアカマツ、オウシュウカラマツ 

TC15 
A 

ツガ、アブラスギ、アラスカヒノキ、ダグラスファー-カラマツ、ウェス

タンヘムロック、サザンパイン 

B エゾマツ、チュウゴクスプルース、メルクシマツ 

TC13 

A 
アブラマツ、シベリアカラマツ、ウンナンマツ、バビショウ、コントルタ

マツ、アメリカカラマツ、カイガンマツ 

B チョウセンハリモミ、リキアントウヒ 、モンゴルマツ、ベニマツ、シト

カスプルース、ロシアベニマツ、オウシュウトウヒ、バンクスマツ 

TC11 
A 

ホクセイムラサキトウヒ、シベリアトウヒ、ウエスタンイエローパイン、

SPF樹種群、カナダツガ、コウヨウザン 

B モミ、早生コウヨウザン、早生バビショウ、ラジアタパイン 

 

このような中、当協議会は、平成 20 年頃から中国「木構造設計規範」の改定動向、改定

参画の可能性を巡る情報の収集や関係づくりに着手し始めた。こうした努力を重ねた結果、

同規範が平成 21年 11 月から平成 24年 12 月にかけて新たに改定される機会を捉え、平成 22

年 8月 16日、当協議会と中国「木構造設計規範」管理委員会（以下、「規範管理委員会」と

                                                
1 平成 17年が 105億円、平成 18年が 96億円、平成 19年が 115億円、平成 21年が 104億円、平成 22年

が 102億円である。 
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略す）との間で、『中国「木構造設計規範」国家標準における日本産木材の利用等検討につ

いての協力に関する協議書』を締結した（写真 1-1）。さらに、「中国木構造基準改定参加運

営基金」を立ち上げ、同基金の趣旨に賛同される団体、企業及び個人の方々と共同で、中国

「木構造設計規範」における日本産木材の利用同等性の実現、中国を始め海外における日本

の木材、木質材料及び木造建築の利用推進及び輸出促進、海外における日本の木材及び木材

利用技術に対する正しい理解と発展への寄与を目的とする事業活動に取組んでいる（図 1-1）。 

 

 

写真１－１ 中国「木構造設計規範」における日本産木材利用検討に関する協力協議書調印式 

 

 

図１－１ 業界紙を通じた本課題への取組み等の周知 
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こうした背景を踏まえ、当協議会は平成 22 年度において、農林水産省大臣官房国際部貿

易関税チーム輸出促進室及び林野庁木材利用課の指導の下に、関係業界団体及び輸出に取組

んでいる事業者等の支援を受けながら、国産材の対中国輸出にとって最重要の課題の解決に

取組んできた。 

 

１－２ 目的 

本事業は、平成 22 年度農林水産物等輸出課題解決対策事業（農林水産省補助事業）の一

環として、輸出に取組んでいる国産材の主要産地が直面している重要かつ喫緊な共通課題で

ある『中国「木構造設計規範」における日本産木材の利用同等性の確立』の解決に資する実

践的な取組みにより、本課題を解決することを目的とする。 

 

１－３ 方法 

本事業は、①中国「木構造設計規範」に係る調査・研究、②課題解決検討会の運営、③「日

本産木材利用提案」の検討・策定、④規範管理委員会等との意見交換・協議、⑤事業成果報

告会の開催や関係情報の公開・提供による解決策の普及・啓発活動に分けて進められた（表

1-2）。 

表１－２ 本事業の主要活動の実施状況 

実施日 主要活動 日本側参加者 中国側主要関係者 

平成 22年 

10月 6日（火） 第 1回ワーキング会議 提案作成チーム  

10月 19日（火） 第 1回課題解決検討会 検討会委員等  

10月 29日（金） 

（中国北京市） 

日本産木材説明会の開催 事業担当事務局

等 

中国住宅城郷建設部住宅

産業化促進センター、国家

林業局等 

11月 4日（木）

～11日（木） 

（北京市、成都

市、上海市） 

中国「木構造設計規範」改定

に係る現地調査・研究 

趙、神谷、飯村  

11月 5日（金） 

（北京市） 

中国側との第 1回意見交換会 趙、神谷、飯村 中国林業科学研究院木材

工業研究所・全国木材標準

化委員会構造用材分技術

委員会 

11月 8日（月） 

（成都市） 

中国側との第 1回協議 

（規範改定委員会第 2 回会議

出席・協議） 

趙、神谷、飯村 

 

 

規範管理委員会・改定委員

会 

 

中国側との第 2回意見交換会 趙、神谷、飯村 規範管理委員会主任楊 学

兵氏、同前主任龍 衛国氏、

規範改定委員会技術責任

者王 永維氏 
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11月 10日（水） 

（上海市） 

中国側との第 3回意見交換会 趙、神谷、飯村 同済大学教授何 敏娟氏等 

12月 1日（水）

～27日（月） 

中国側との第 2回協議 

・ 12月 1日、規範管理委員

会より改定に係る当協議

会の担当項目を含む通知 

・ 12月 15日、当協議会は規

範管理委員会に対し、担

当項目を提案 

・ 12月 27日、上記提案に対

し、規範管理委員会より

同意を回答 

事業担当事務局 規範管理委員会 

12月 20日（月） 第 2回ワーキング会議 提案作成チーム  

平成 23年 

1月 14日（金） 第 2回課題解決検討会 検討会委員等  

1月 23日（日） 

（北京市） 

中国側との第 4回意見交換会 趙、神谷、飯村、

長尾 

中国林業科学研究院木材

工業研究所 

2月 22日（火） 

（成都市） 

中国側との第 3回協議 

（日中専門家会議） 

趙、神谷、飯村、

加藤 

規範管理委員会主任楊 学

兵氏、規範改定委員会技術

責任者王 永維氏 

3月 10日（木） 中国側との第 4回協議 

（日本側の提出したスギ、ヒ

ノキ、カラマツの強度設計値

の誘導方法と試算結果に対す

る評価意見） 

事業担当事務局 規範管理委員会 

3月 11日（金） 第 3回ワーキング会議 提案作成チーム  

3月 15日（火） 第 3回課題解決検討会 検討会委員等  

事業成果報告会 神谷、加藤、趙、

事業担当事務局 

 

 

①  中国「木構造設計規範」に係る調査・研究では、中国の木造関連標準の整備状況、

同規範の管理体制と改定フロー、同規範の改定状況、今回改定の計画と進捗状況など、

同規範における日本産木材の利用に係る提案の検討・策定並びに規範管理委員会・中

国「木構造設計規範」改定委員会（以下、「改定委員会」と略す）との協議に資する

情報の現地調査、資料収集、聞き取りを行った。 

②  課題解決検討会の運営では、検討会委員が３回の検討会において、①の調査・研究

により得られた情報、結果等を視野に入れて、課題の解決策を特定するとともに、規

範管理委員会と改定委員会への提案方針を決め、同規範における日本産木材利用に関

する提案を検討し、規範管理委員会・改定委員会との協議に関する助言を行った。 
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③  規範管理委員会向けの「日本産木材利用提案」の検討・策定については、課題解決

検討会の助言の下、規範管理委員会・改定委員会との協議の進展状況や中間結果を考

慮しながら、同規範に対応したスギ、ヒノキ、カラマツの強度等級の導出及び導出結

果等を踏まえた日本産木材利用に関する提案を検討した上で策定した。 

④  規範管理委員会・改定委員会等との意見交換・協議については、これらの委員会を

始め関係機関との意見交換、同規範改定会議への専門家派遣、日本産木材利用提案の

提出と提案についての協議、さらに中国側との意見交換・協議を支援する「日本産木

材説明会」の開催などの課題解決に向けた実践的な取組みを行った。 

⑤ 本事業の普及・啓発活動については、平成 23年 3月 15日に本課題を共有する者を中

心に、事業成果報告会を開催し、本事業により得られた情報及び結果等の周知、普及

を図った。また、本事業の報告書の配布により、輸出課題を共有する者を含め国民へ

の情報共有化に努めた。 

本事業は課題解決検討会のもとで実施されたものであり、本報告書の執筆者は以下のとお

り。 

第 1章～第 3章、第 4章第 1節、第 5章、第 6章第 1節：趙 川 

第 4章第 2節、第 3節：長尾 博文、加藤 英雄、神谷 文夫、趙 川 

第 6章第 2節：趙 川、神谷 文夫、加藤 英雄 

付属資料 A～G：趙 川、玉本 極美、織田 克之、大浦 若菜 

なお、本事業の成果物のひとつである『中国「木構造設計規範」改定向け 日本産木材利

用提案」』（別冊）の策定に参加した主要メンバーは、神谷、長尾、加藤、趙、飯村 豊の

５氏である。 
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２．中国「木構造設計規範」の改定に係る調査・研究 

 

『中国「木構造設計規範」における日本産木材の利用同等性の確立』という課題に焦点を

当てた本事業の目的を効果的かつ効率的に達成するため、中国の木造関連標準の整備状況、

「木構造設計規範」の改定状況、今回改定の計画と進捗状況、同規範の管理体制と改定フロ

ー、海外諸国による同規範改定への取組状況など、同規範における日本産木材の利用に係る

提案の検討・策定に資する情報の現地調査、資料収集、聞き取りを行った。 

 

２－１ 「木構造設計規範」の概要 

２－１－１ 木造建築関連標準の概況 

中国では、木造建築の関連標準は２種類ある。一つは、木造建築の設計、施工、メンテナ

ンス、検査などに関する標準である。この類の標準の主管機関は、中国住宅城郷建設部であ

る。現在、施行中のこの類の標準は以下の５つあり、うち①と②は改正中でもある。 

① 「木構造設計規範」（GB 50005-2003 2005年版) 

② 「木構造工程施工品質検査規範」（GB 50206-2002） 

③ 「木骨組壁技術規範」（GB/T 50361-2005） 

④ 「伝統建築物木構造のメンテナンス及び補強技術規範」（GB 50165-92） 

⑤ 「木構造試験方法標準」（GB/T 50329-2002） 

なお、制定中の木造建築関連標準は以下の５つあり、うち①は批准待ちで間もなく告示さ

れる。 

① 「集成材構造技術規範」（GB/T） 

② 「木製トラス技術規範」（JGJ） 

③ 「木構造工程施工技術規範」 

④ 「村鎮木造住宅技術規程」 

⑤ 「建築内装工事における木製品利用技術規程」 

もう一つは、木造建築に使用される木材や部材に関する標準である。この類の標準は主に

国家林業局及び関係主管機関により管理される。現在、施行中のこの類の標準は多くあり2、

特に「木材物理力学試験方法総則」（GB/T 1928-2009）、「木材曲げ強さ試験方法」（GB/T 

1936.1-2009） 、「構造用製材力学性能測定方法」（批准待ち）、「構造用木質複合材料力学性

能評価」（批准待ち）、「建築構造用木質 Iビーム」（批准待ち）などは木造建築と密接な関係

がある。 

 

２－１－２ 「木構造設計規範」の主要内容 

「木構造設計規範」（GB 50005-2003）は、木構造を「普通木構造」（丸太又は角材を用い

た梁と柱で構成される中国在来の軸組構造）3、「枠組壁構造」（フレーム状に組まれた木材に

構造用合板を打ち付けた耐力壁や剛床を一体化した箱型構造）、「集成材構造」（4層又はそれ

以上のひき板からなる厚さ 45mm 未満の構造用集成材を構造耐力上主な部材とする構造）の

                                                
2 当協議会が実施した平成 21年度の本事業の報告書「中国の基準とニーズに対応した国産材輸出仕様の

開発」pp.96-99（www.j-wood.org）を参照。 
3 Sawn and round timber structures で表現していることから、軸組構造が含まれていると認識している。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%8B%E9%80%A0%E7%94%A8%E5%90%88%E6%9D%BF
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３種類に分類している。 

当該規範は、以下のとおり 11章と 16の付録から構成される（表 2-1）。 

 

表２－１ 中国「木構造設計規範」（GB 50005-2003）の構成内容 

章 章名 内容の説明 

第 1 章 総 則 主に本規範を制定した目的と本規範の適用範囲について規

定。 

木造建築の適用範囲は、住宅、１階建て工業建築物と様々な

用途を持つ大型と中型の公共建築物に適用し、臨時的建築物及

び施工用木組み、模型枠、マストなどの設計には適用しない。 

第 2 章 用 語 主に規範の中の専門用語と符号について説明。 

第 3 章 材 料 主に木造建築に使用する各種材料、材質等級の区分、木構造

工事中で輸入木材の使用に当たって遵守すべきことについて規

定。 

第 4 章 基本設計規

定 

木構造の設計原則、構造用木材の強度設計指標と変形限界値

について規定。そのうち、一部輸入規格材の強度設計指標が含

まれている。 

第 5 章 木構造部材

の計算 

木構造の各種類の荷重部材の荷重時応力計算式を規定。その

うち、中心軸引張力、中心軸圧縮、曲げ荷重、双方向曲げ荷重、

引張曲げ荷重、圧縮曲げ荷重を受ける部材が含まれている。 

第 6 章 木構造接合

部の計算 

木造のホゾ接合、ボルト接合と釘接合の構造要求及び枠組壁構

法の規格材の接合用ネイルプレートの構造要求について規定。 

第 7 章 普通木構造 普通木構造の各種構造要求を規定。例えば、普通木造のトラ

ス構造、天窓、支柱の構造と地震地区の構造要求について規定。 

第 8 章 集成材構造 集成材構造の一般規定、設計要求と各種構造要求について規

定。 

この章の内容は第 3 回目改定時に、新規追加した主要な内容

である。 

第 9 章 枠組壁構造 木造枠組壁構法の設計要求と各種構造要求を規定。 

第 10章 木構造の防

火 

木造防火に関する要求を規定。木造建築部材の燃焼性能と耐

火限界極限、木造建築物の階数、違う階数の木造建築物の最大

許容長さと防火区画の面積、及び防火間隔などの内容が含まれ

ている。 

第 11章 木構造のメ

ンテナンス 

木造の防腐、防虫について規定。 

付録 A～付録 R 耐力構造の木材材質標準、主要輸入木材の現場判別要点及び

主要な材質、枠組壁構法の関連要求と規定などの 16の付録が付

けられている。 
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２－２ 「木構造設計規範」の改定状況 

２－２－１ ４回改定の経緯 

中国では、木構造の設計に係る規格を巡る改定は、表 2-2に示すとおり現在進行中の今回

改定を合わせて４回重ねた。 

木造建築の設計規定に関しては、昭和 27 年に公表された「建築物設計暫行標準」のなか

で木構造に関する設計規定が定められているが、木構造の設計に関する単独の標準がなかっ

た。その後の昭和 30年に、「木構造設計暫行規範」（規結-3-55）は、木構造設計に関する

単独の標準として公表された。 

昭和 39～40 年に建設の需要に応じて、大中型建築物への木構造の利用に回復の兆しがみ

られた。しかし、工事技術者は現地の木材性能について詳しくないため、一部品質問題が出

た。標準制定のため、この期間中に基本的な計算理論や樹種の利用など多くの内容について

の研究が多く行われた。これらの成果を元に、「木構造設計暫行規範」（規結-3-55）の改定

を完成し、昭和 48年に当時の国家標準として GBJ5-73の識別番号が付けられて告示された。

ちなみに、「木構造設計規範」国家標準管理委員会は、国家建設委員会（その後、中国建設

部への改称を経て、現在の中国住宅城郷建設部に再編）の管下組織として中国建築西南設計

院（現中国建築西南設計研究院有限公司）において同時に成立された。 

さらに、木材の節約利用及び集成材を用いた木構造の利用拡大を推進するため、国家建設

委員会（81）建発設字 546 号通知の要求に従い、「木構造設計規範」（GBJ5—73）に関する

改定は昭和 57 年 10 月に開始された。この２回目の改定作業は 5 年後の昭和 62 年 9 月に完

了され、昭和 63 年 10月に GBJ5—88の識別番号が付与されて告示され、昭和 64 年 7月 1 日

から施行された。 

中国建設部は平成 11年、中国国内の経済発展及び WTO加入後の市場需要に適応するため、

また国内の木造建築と木材工業の発展を促すため、大量の海外木材が中国に輸入され、ディ

メンションランバー、エンジニアリングウッドなど木材製品の建設工事への利用が多くなっ

ている実情を踏まえ、GBJ5—88の改定に関する建標[1999]37 号通達を出した。「木構造設計

規範」の３回目の改定は、この通達に基づいて同年 12月に開始された。 

全米林産物製紙協会（AF&PA）、カナダ建築設計標準委員会（Canadian Architecture Design 

Standard Committee）、ニュージーランド林産業協議会（New Zealand Forest Industries 

Council）からの代表らが参画したこの改定は、同規範に枠組壁構法を木構造の構法のひと

つとして新たに導入した。改定後の同規範は、GB50005-2003 の識別番号が付与されて平成

15年 10月 26日に告示され、翌年の 1月 1日より施行された。 

さらに、規範管理委員会は平成 16 年 7 月、木造建築市場のニーズに適応するため、半年

ぐらい施行した同規範の一部内容についての見直しに着手した。中国建設部はこの見直し案

を基に、翌年 11 月 11 日に GB50005-2003 の一部改定条項を告示した。これは、現在施行さ

れている「木構造設計規範」（GB50005-2003）の 2005 年版である。 

「木構造設計規範」（GB50005-2003）は施行後、中国の木造技術の発展と普及並びに木造

市場の拡大に対してとても重要な役割を果たし、建築産業に大きな影響を及ぼした。同規範

の施行以来、木造建築は各地で相次いで多く建設され、中国の木造住宅産業は比較的速いス

ピードで発展を遂げた。特に平成 20年 5月 12日の四川汶
ブン

川
セン

特大地震発生後、木造建築物の
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優れた耐震性能は広く注目された。多くの震災地区の住宅、学校、養老院、身体障害者リハ

ビリセンターなど、被災地の多くの復興再建プロジェクトには木造建築を採用した。 

このような中で、海外から導入され、また国内の研究機関や企業により開発された多くの

新しい技術や研究成果が、集成材構造、木材の防火、木製トラス、木材の防腐防虫などに広

く応用されている。つまり、「木構造設計規範」（GB50005-2003）は木材産業の発展に追いつ

かず、木造建築工事の設計と管理の実情とニーズに合致しなかった規定が多くみられ、全面

的な改定が必要となった。このような背景を踏まえて、中国住宅城郷建設部は建標[2009]88

号通達（「2009 年工事建設標準規範制定、改定計画に関する通知」）を発した。規範管理委員

会は平成 21年 11月、この通達に基づいて同規範の４回目改定をスタートした。 

 

表２－２ 中国「木構造設計規範」の改定状況 

改定 

回数目 
標準名称 コード 告示日 施行日 

改定時間 

間隔 

 建築物設計暫行標準  昭和 27年   

 木構造設計暫行規範 規結-3-55 昭和 30年 3月 昭和 30年 9月 

（試行） 

 

1回目 木構造設計規範 GBJ5-73 昭和 48年 11月 昭和 49年 5月 

（試行） 

19年 

2回目 同上 GBJ5-88 昭和 63年 10月 昭和 64年 7月 15年 

3回目 同上 GB50005-2003 平成 15年 10月 平成 16年 1月 15年 

平成 17年 11月 平成 18年 3月 （一部見直し） 

4回目 同上 
？ 

（平成 21年 11月

より改定開始） 
？ 

6年 

 

２－２－２ これまでの主な改定点 

昭和 30年に公表した「木造設計暫行規範」（規結-3-55）は、中国最初の木構造設計標準

であった、当規範は、木材の正しい利用、木造建築の安全な設計を図るために、基本的な内

容を規定していた。当規範は主に旧ソ連の標準（HИTy -2-47）を元に制定されたものであり、

設計理論から基本方法までは全部旧ソ連の体系を踏襲した。これは、その後の中国の「木構

造設計規範」に今日まで大きな影響を与えた。同規範におけるこれまでの主な改定点は、表

2-3に示すとおりである。 

 

表２－３ 中国「木構造設計規範」のこれまでの主な改定点 

改定回数目 主な改定点 

1回目  材料の合理的な利用を促すため、板材と角材の選材標準を分けた。 

 含水率の規定において、含水率が 25％より大きい木材を使用する場合の

技術措置を補完した。 

 荷重を受ける部材の縦方向曲げヤング係数の計算式とネイルプレート

接合の計算式を改修した。 
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 剛性や耐震能力を上げるため、支柱とアンカー構法の内容を追加した。 

2回目  木構造設計準則及び材料強度の等級区分を改定した。 

 木造部材が偏心荷重を受けた場合の応力度計算式を改定した。 

 ネイルプレート接合強度の修正係数を改定した。 

 集成材を用いた集成材構造の内容を初めて追加した。 

 木材の防腐と防火内容を改定した。 

 木構造設計の工事品質に対する要求を追加した。 

3回目  新しい国家標準「建築構造信頼度設計統一標準」と「建築構造荷重規範」

に従い、木構造の信頼性指標を修正した。 

 規格材の目視等級区分、機械等級区分という内容を新設し、諸外国と設

計指標の換算方法についての研究を遂げ、北米、オセアニア、欧州の規

格材設計指標について換算した。 

 建設工事に使用する輸入木材に関する規定、輸入規格材の強度値規定と

輸入木材の現場判別要点及び主要材質の規定を追加した。 

 木造部材の計算について一部改訂と補完を行った。 

 木造部材の接合にネイルプレート接合を追加した。 

 集成材構造について一部改訂と補完を行った。 

 「枠組壁構法」の章を新設した。 

 「木構造の防火」の章を特別に記載した。 

 木造の防護（防腐、防虫）内容を補充した。 

 （3回目改定に続く一部の見直し） 

 第 3.1.11条を強制施行条項とした。 

 「付録 J 輸入規格材の強度設計指標」を全面的に見直し、欧州産の一

部樹種の規格材の目視等級区分設計指標の換算値、機械等級区分の規格

材の強度設計指標、本規範に規定された機械等級区分規格材の強度等級

と北米、ニュージーランド、欧州に決められた強度等級との対応表を追

加した。 

 

２－２－３ ４回目改定の計画と進捗状況 

１． 改定内容 

規範管理委員会の楊 学兵主任によると、現在進めている４回目改定は、中国住宅城郷建

設部の指導（建標〔2009〕88号通達）を受け、以下の内容を中心に改定案の検討、策定を進

めていることが分かった。 

① 木材の材質等級区分及び強度等級区分の規定を完備し、国産材と輸入材の強度等級及

び設計指標を全面的に審査確定する 

② 国産材と輸入材を対象に、構造用製材として利用する樹種を拡充する 

③ 国内外の各種強度等級の換算調整係数に関する研究 

④ 古代建築物、伝統民間住宅、混合構造の関連設計パラメータと設計規定を補完する 

⑤ 構造用複合材料の関連設計パラメータと設計規定を新規追加する 

⑥ 各種木造部材の計算と接合計算の計算式を研究分析した上調整、統合する 
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⑦ 集成材構造、枠組壁構法の設計規定を補完する 

⑧ 耐震設計の規定と構造要求を補完する 

⑨ エンジニアウッドに関する規定を新規追加する 

⑩ 防火設計、耐久性設計の要求を補完し、それに関連する構造規定を補充する 

なお、規範管理委員会は、平成 22年 11月 8日に開催された規範改定委員会第 2回会議に

おける各委員による同規範の改定大綱（たたき台）の論議結果及びそれ以降の改定参加各機

関の意見を踏まえ、平成 22年 2月 16日に同規範改定大綱（付属資料 A参照）を決めた。 

後述の第 5章から分かるように、当協議会は前述の第 2回改定委員会及びその後の意見交

換・協議を通じて、日本側としての提案を重ねたことが、日本産針葉樹木材の明記に利する

内容がこの改定大綱に反映されたことに功を奏したのではないかと思われる。 

 

２． 改定の進捗状況 

同規範の４回目改定に関する初会合となる改定委員会第 1回会議は平成 21年 11月 25日、

四川省都
ト

江堰
コウエン

市にて開かれ（写真 2-1）、第 2回会議は平成 21年 11月 8日、四川省成都市

にて開かれた。また、同規範の改定内容、責任者及び参加機関を明記した改定大綱は今年の

2 月 16日に定められた。さらに、日本産木材の明記に関して、規範管理委員会と当協議会と

の日中専門家会議はその後の 2 月 22 日に成都市にて開かれた。現在、同規範の改定素案の

策定作業に取り掛かっている状況にある。 

 

 
写真２－１ 中国「木構造設計規範」第４回改定の改定委員会第 1回会議出席者 

 

規範管理委員会の楊 学兵主任は、今回の改定が平成 24年に完了することを目標としてお

り、改定素案の策定中に解決が必要な技術問題について不定期的にテーマ研究会と研究活動

を行う必要があるが、表 2-4に示すスケジュールに沿って進めたいと、改定全体の計画を示
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した。 

表２－４ 中国「木構造設計規範」第４回改定のスケジュール 

平成 21年 11月 改定委員会第 1回会議 

平成 22年 11月 改定委員会第 2回会議 

平成 23年 6月末 改定素案策定済 

7 月中旪 改定委員会第 3回会議開催、改定素案審議 

10月末 改定原案のパブリックコメント開始 

12月末 改定原案のパブリックコメント終了 

平成 24年 2月末 改定原案修正作業完了 

3 月中旪 改定委員会第 4回会議開催、改定修正案審議 

6 月末 改定案成案 

7 月中旪 改定申請案審査会開催、改定案審議 

10月末 改定許可申請案完成し、政府に対して許可申請 

12月末まで 許可後、告示、施行 

 

３． 改定の参加機関 

同規範の４回目改定の参加機関は、表 2-5に示すとおり。 

 

表２－５ 中国「木構造設計規範」の第４回改定に参加する機関と主要参加者 

 機 関 名 主要参加者 

主 査 機 関 中国建築西南設計研究院有限公司 楊 学兵、龍 衛国 

副主査機関 四川省建築科学研究院 王 永維、凌程建 

参 加 機 関 ハルビン工業大学 

同済大学 

四川大学 

重慶大学 

北京林業大学 

公安部四川消防研究所 

公安部天津消防研究所 

中国林業科学研究院 

上海現代建築設計（集団）有限公司 

アメリカ APA協会 

欧州ウッド 

カナダウッド 

日本木材輸出振興協議会 

スイス PURBOND 社 

Jowat（北京）接着剤有限公司 

徳勝（蘇州）洋楼有限公司 

四川明迪木構造建設工程公司 

祝 恩淳 

何 敏娟 

張 新培 

周 淑容 

申 世傑 

黄 徳祥 

 

呂 建雄、殷亜方、蒋 明亮 

張 家華 

許 方 

張 紹明 

倪 春、張 海燕 

趙 川、神谷文夫、飯村 豊 

 

 

程 尐安 

張 華君、商 継紅 
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蘇州皇家整体住宅システム有限公司 

赫英木造製造（天津）有限公司 

上海宏加新型建築構造製造有限公司 

倪 駿、王 永兵 

李 杲 

方 明 

 

２－３ 「木構造設計規範」の管理体制と制改定フロー 

２－３－１ 管理体制 

中国の木材製品関係標準の制改定及び管理は、国家標準化管理委員会（国家品質監督検査

検疫総局）と国家林業局の指導の下、全国木材標準化技術委員会、全国木質パネル標準化技

術委員会の両組織により行われている。一方、「木構造設計規範」を含む建築関係標準の制

改定及び管理は、「中華人民共和国標準化法実施条例」の第 12 条により住宅城郷建設部の

管理、指導の下で、中国建築工業標準化協会により行使されており、管下の木材・複合材料

構造委員会（主任 龍 衛国氏、秘書長 楊 学兵氏）は事実上、木造建築関係基準の制改定

などを担当している4。 

より具体的に説明すると、建築行政中央機関の住宅城郷建設部は「木構造設計規範」国家

標準に係る制改定計画の審査許可、技術審査及び告示・施行を行う。同規範の主査機関であ

る中国建築西南設計研究院有限公司並びに規範管理委員会は、改定の申請、改定の実行、規

範施行中の条項解釈、意見の収集に従事し、同規範の執行監督作業を協力する。なお、四川

省建築科学研究院は、同規範の副主査機関となっている。 

 

２－３－２ 改定フロー 

規範管理委員会は、改定が必要となった時に、改定業務を遂行するための改定委員会を設

立する。この改定委員会は、主に国内外の木造関係専門家又は技術者より構成される。一般

的には、改定計画の申請時に住宅城郷建設部に申請報告しなければならない。また、改定中

には、改定業務の必要に応じて、その構成委員の増減又は変更を行うことができ、その際に

は住宅城郷建設部に届けを提出する必要がある。 

同規範の改定フローは以下のとおり。 

 

 規範管理委員会又は主査機関が、住宅城郷建設部に対し改定計画の申請を提出  

↓ 

 住宅城郷建設部が改定計画申請を審査後、改定計画の許可に関する通達を発出  

↓ 

 規範管理委員会又は主査機関が、規範改定委員会を設置。改定委員会第 1回会議を開催  

↓ 

 改定委員会第 2回会議を開き、改定内容、担当者・参加者、スケジュール等を決定  

↓ 

 改定素案策定  

↓ 

                                                
4 当協議会が実施した平成 21年度の本事業の報告書「中国の基準とニーズに対応した国産材輸出仕様の

開発」pp. 32-36（www.j-wood.org）。を参照。 
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 改定委員会第 3回会議を開き、パブリックコメント案を取りまとめ  

↓ 

 パブリックコメント（60日間）を実施。改定委員会第 4回会議を開き、改定素案を修正  

↓ 

 審査向け改定案の成案後、改定委員会が管理委員会に対し審査申請を提出  

↓ 

 規範管理委員会が審査専門家チームを設置。審査会議を開き、改定案を審査  

↓ 

 審査会議の審査意見を踏まえ改定案を見直し  

↓ 

 全国強制的条項（住宅建築）諮問委員会が改定案の中の強制的条項を審査  

↓ 

 批准申請向け改定案の成案後、規範管理委員会が住宅城郷建設部標準定額司に批准申請  

↓ 

 標準定額司が審査後、住宅城郷建設部が改定規範を告示  

↓ 

 改定規範の施行  

 

２－４ 海外諸国による中国「木構造設計規範」改定への取組み 

WTO 加盟後、産業競争力向上に大きく寄与する技術・管理の標準化の整備という喫緊の課

題に直面した中国は、国際標準との整合性を図るために、さらに市場の巨大さをバックに自

国の標準を事実上の国際標準とする目標を遂げるために、国家の標準化戦略を打ち出した。 

一方、カナダ、アメリカ、欧州諸国は平成 10 年頃から中国向けの木材輸出の取組みを相

次ぎ進め始め、2×4住宅の販路開拓による構造用製材と関連建築資材の対中国輸出を伸ばす

とともに、構造用製材や木造部材、枠組壁構法などに関する基準を整備するよう、中国関係

行政機関や研究機関に要請した5。 

このような背景の下、中国では平成 11年 12月に「木構造設計規範」の 3回目の全面的な

改定を開始し、改定委員会第 1回会議を開いた。その時から、全米林産物製紙協会（AF&PA）

はこの規範の改定に参画し始めた。その後の平成 13 年 5 月、雲南省昆明市にて開かれた改

定委員会第 3回会議にて、カナダ建築設計標準委員会が参加機関として改定委員会に加わっ

た。さらに、ニュージーランド林産業協議会は平成 14年 10月、改定委員会に加入した。 

アメリカ、カナダ、ニュージーランドなどの業界団体や研究機関は、3 回目改定の期間中

に、規範管理委員会並びに改定委員会の中国側主要責任者と専門家を招き、北米、北欧、ニ

ュージーランドなどの国々の木造技術、木材利用、関係標準の整備などの状況を調査しても

らうとともに、木材加工や木造建設の現場での技術検討や学術交流を幅広く行った。 

こうした取組みや強力な働きかけにより、アメリカ、カナダ、ニュージーランドの提案が

同規範の３回目改定に採用され、３ヵ国の主要樹種が構造材として利用可能となった。 

また、枠組壁構法が中国の木造法規体系のなかに正式に位置づけられ、中国におけるツー

                                                
5「北米の対中国木材輸出の取組」（財団法人日本木材総合情報センター）pp.13-15、53-54を参照。 
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バイフォー住宅の建設が円滑にできるようになり、ディメンションランバーなどのツーバイ

フォー住宅資材の販売拡大への条件が整った。これにより、中国の木造建築市場はツーバイ

フォー構法によってオープン化され、北米の木材を含めた建築資材及び建築技術の中国への

輸出が巨大なビジネスチャンスになった。 
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３．国産材輸出課題解決検討会の開催 

 

当協議会は、本事業に取り上げられた本課題の解決を図るため、この課題に関して知見・

経験を有する国産材産地関係者、輸出実践者、学識経験者・専門家等からなる「国産材輸出

課題解決検討会」（p.iv）を設置した。 

この検討会は、第２章に記した課題調査により得た情報、結果等を視野に入れて、課題の

解決策を特定するとともに、規範改定委員会への提案方針を決め、中国の国家標準である「木

構造設計規範」における日本産木材の利用に関する提案を検討し、同改定委員会との協議に

関する助言を行った。 

上述の検討会は３回開催され、ここに、その実施概要を述べる。 

 

  
（第１回検討会） 

 

  
（第２回検討会）         （第３回検討会） 

 

写真３－１ 輸出課題解決検討会の開催様子 

 

３－１ 第１回検討会の実施概要 

開催日時：平成 22年 10月 19日（火）14時～17時 

開催場所：東京都文京区内の東洋ビル 6階会議室 
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１．議事内容 

(1) 事業の趣旨、内容及び目標 

(2) 事業の進め方 

(3) 日本産木材利用提案の策定 

(4) その他 

 

２．出席者 

(1) 委員 

伊藤委員、飯村委員、尾薗委員、飯山代理（熊委員）、坂本委員、槌本委員、林委員、 

坂東委員 

 

(2) オブザーバー 

農林水産省輸出促進室 野木 国際専門官 

同          平 海外戦略販売第１係長 

林野庁木材産業課   木下 課長補佐 

同  木材利用課   牛尾 木材専門官 

 

(3) 事務局（日本木材輸出振興協議会） 

伊藤顧問、小合事務局長、趙、杉山、玉本 

 

３．議事 

(1) 委員長選出 

議題に入る前に、事務局が各委員に諮り、委員長に坂本委員を選出した。 

 

(2) 事務局報告 

坂本委員長の議事運営に従い、事務局が各委員に、前記(1)～(3)について事務局の案

を順次説明後、(4)その他の議事について日本産木材利用提案作成チームによる第１回

検討会合での検討内容について報告した。 

 

(3) 論議の概要 

議題(1)の目標について、事務局よりあげた目標について規範管理委員会との意見交

換を行った結果、11月中に達成される旨の報告があった。議題(2）の本事業の進め方に

ついては了承された。 

議題(3)については、事務局より日本産木材利用提案の検討・策定の基本的な考え方

についての説明を受けた後、中国向けの提案及び実践的な取組みの重点、提案の対象樹

種、提案の内容などを論議し、以下のとおり整理した。 

(ア) 日本産木材利用提案の検討・策定の基本的な考え方 

本事業年度において、中国「木構造設計規範」にスギ、ヒノキ等国産材が構造

用製材として利用可能な樹種として明記されるよう、日本産木材利用提案の策定

及び中国側との協議を進めるとともに、今後の目標である同規範における軸組構
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法の確立の実現可能性を探ることとする。 

 

(イ) 取組みの重点 

本事業の実施期間が限られているため、日本提案の対象を軸組構造用製材に絞

って重点的に進めることとする。中国側との協議等の中で提案採用の可能性をみ

て、軸組構法関連内容を提案に織り込むことについても前向きに検討する。 

 

(ウ) 日本提案の対象樹種 

スギ、ヒノキを基本とする。その他の樹種については、技術データの既存状況、

資源としての輸出可能性、業界関係者等の意見等諸般条件を勘案して再検討する。 

 

(エ) 提案の内容 

スギ、ヒノキ等日本産木材の利用に関する基本的な技術提案及び次のような規

格・対応表等から構成され、その詳細についての再検討は提案作成チームに任さ

れる。 

① 基本提案（中国「木構造設計規範」の第 4章へ） 

 基準強度を得る方針① 

中国「木構造設計規範」の本文の表 4.2.1-1と表 4.2.1-2（pp.13-14）

に日本産樹種を加える。 

 基準強度を得る方針② 

これは、日本の目視等級区分ルールである JAS で格付けし、JAS マー

ク品に対して基準強度を得る方法である。つまり、日本の木材グレー

ディングと強度等級区分の規定（新たな内容として中国「木構造設計

規範」の付録のひとつへ）を入れ込む。 

② 日本の軸組構法に関する技術規定（概要） 

 製材の JASと中国「木構造設計規範」の関係規定との相互認証 

相互認証ができるような提案条項にまで踏み込めるか、中国側との協

議のうえ検討する。 

 軸組構法を中国「木構造設計規範」に入れ込むこと 

枠組壁構法は、中国「木構造設計規範」の本文の第 9章（pp.52～62）

と付録（pp.121～129）に記載されている。これと同様に、規範改定

委員会との協議を踏まえ、軸組の告示等が記載されるよう努める。 

③ 必要なデータ等 

日本産木材の利用に関する提案の採用に向けて、規範改定委員会の意見を

踏まえ、中国「木構造設計規範」に採用されている強度等級区分と日本の強

度等級区分との対応表など関連技術データ資料の整備と提出の必要性を検

討する。 

 

３－２ 第２回検討会の実施概要 

開催日時：平成 23年 1月 14 日（金）10時～12時 
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開催場所：東京都文京区内の林友ビル 6階会議室 

１．議事内容 

(1) 規範管理委員会・改定委員会との第 1 回協議結果及び「規範改定」における日本

側の担当内容について 

(2) 提案内容（骨子）及び策定について 

(3) 中国側との今後の協議の計画について 

(4) その他 

 

２．出席者 

(1) 委員 

伊藤委員、飯村委員、尾薗委員、神谷委員、飯山代理（熊委員）、坂本委員、 

長尾委員、坂東委員 

 

(2) オブザーバー 

農林水産省輸出促進室 野木 国際専門官 

林野庁木材産業課   木下 課長補佐 

 

(3) 事務局（日本木材輸出振興協議会） 

伊藤顧問、小合事務局長、趙、杉山、玉本 

 

３．議事 

(1) 長尾委員の紹介 

議題に入る前に事務局から、独立行政法人森林総合研究所の長尾博文氏が新たに検討 

委員として参加する旨の紹介があった。 

 

(2) 論議の概要 

① 日本提案の対象樹種について 

本事業において、中国「木構造設計規範」に構造用製材として利用可能な樹種と

して明記されるよう日本側が提案する樹種として、基本的にスギとヒノキとするこ

ととしているが、生産地に偏りが見られるのではないか等の意見もあり、今後、ス

ギ、ヒノキに加えてカラマツを採用樹種として、2 月に開催される中国での専門家

会議において提案することを前向きに検討することで了承された。 

ただし、時間的な制約等もあり、本事業では、スギ、ヒノキに関するデータを中

心に収集することとし、カラマツについては、中国側の反応をみながら、今後、早

ければ来年度中にもデータの収集に着手していくこととする。 

② 軸組構法について 

日本の現行の規定そのままではなく、現行関連規定の要点をベースにして中国側

の提案を採り入れて行くことを検討する。 

③ その他 

2 月に開催される専門家会議に向けて、日本側の提案を作成することとし、中国
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側への提出の前に、その内容について各委員に検討いただき意見を伺い、それをま

とめた提案を提出する。 

 

３－３ 第３回検討会の実施概要 

開催日時：平成 23年 3月 15 日（火）13時～15時 

開催場所：東京都文京区内の白王ビル 3階会議室 

１．議事内容 

(1) 規範改定委員会との第 2回協議の結果について 

(2) 中国側の協力要請と今後の取組みについて 

(3) 事業実施状況と結果の取りまとめについて 

(4) その他 

 

２．出席者 

(1) 委員 

飯村委員、神谷委員 

なお、当初出席予定の伊藤委員、尾薗委員、熊委員、坂本委員長、長尾委員は今回

の大地震対応及び交通遮断等のため、出席が不可能となった。 

 

(2) オブザーバー 

林野庁木材利用課 牛尾 木材専門官 

独立行政法人森林総合研究所 加藤 英雄 主任研究員 

 

(3) 事務局（日本木材輸出振興協議会） 

伊藤顧問、小合事務局長、趙、杉山、玉本 

 

３．議事 

(1) 今回の大震災についての情報交換 

議題に入る前に出席者は、今回の震災に遭われました方々をはじめ、そのご家族、関

係者に対しまして、謹んでお悔やみ申し上げるとともに、震災の状況、今後の木材需給

などについて情報交換を行った。 

 

(2) 論議の概要 

① 第 2回協議の結果について 

事務局より、2月 22日に中国成都市で開催された「日中専門家会議」の実施状況

及び規範改定委員会との協議の結果について以下の報告があった。 

イ) 神谷委員、飯村委員、趙課長は 2月 20日～25日の行程で日中専門家会議に

出席し、規範改定委員会の楊 学兵主任、王 永維氏（技術責任者）との意見

交換・協議を行った。 

ロ) 日本側はスギ、ヒノキ、カラマツの試験データ、中国側のルールを踏まえて

導出したこれら３樹種の強度特性値と設計値並びに試験方法等関連技術資
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料を提出し、試験データの試験方法と取り方、特性値の算出と設計値の誘導

などについて説明した。 

ハ) 王氏は日本側のデータと資料に対し、「これら３樹種の構造用製材としての

強度特性値と設計値の導出方法は、中国の規範の規定とほぼ合致している」

と評価した上で、「強度区分の対象データが含水率 12％の無欠点小試験片の

試験によって得られたデータであり、同一樹種の各産地の試験片のデータを

各産地の蓄積量で重み付けして加重平均するという統計処理が必要である

ため、北米の木材、欧州の木材に関する強度区分の審査と同様に、含水率に

よる補正、産地の違いに対する補正を行う必要がある」旨の指摘があった。 

ニ) さらに、規範改定委員会は、「日本側より正式に提出されるこれら３樹種の

構造用製材としての強度特性値と設計値及び技術資料を踏まえ、中国の規範

に決められた強度等級に相応したスギ、ヒノキ、カラマツの強度等級を定め、

中国「木構造設計規範」の関連条項に盛り込む考えである」旨を表明した。 

 

以上の報告を受け、各委員は今回の協議を含め、これまでの取組みにより本年度

の事業目標を達成する見通しが得られたと評価した。 

 

② 中国側の協力要請と今後の取組みについて 

(ア)中国側の協力要請 

事務局より、規範改定委員会から日本側に対して、「普通木構造（主に軸組

構造）、製材の機械等級区分、耐震設計の要求と計算、伝統木構造、集成材構

造に係る内容の改定を中心に協力してほしい」旨の要請があったことが報告さ

れた。 

この要請に対し、事務局からは、『「木構造設計規範」の第 4章 4.2節（設

計指標と許容値）、普通木構造（主に軸組構造）、製材の機械等級区分、集成

材構造に係る内容の改定には全面的に協力し、そのほかの改定には「支援する」

か「不参加」としたい』旨の提案があり、各委員は事務局の提案に賛同した。 

 

(イ)今後の取組み 

また、今後の取組みについて、各委員は事務局より示された以下の基本的考

え方を了承した。 

 中国のルールに基づき、スギ、ヒノキ、カラマツの強度データについ

て前述の補正を行い、3月中に規範改定委員会に正式に提出する。 

 今年度の取組みにより、軸組構法が中国「木構造設計規範」に盛り込

まれる可能性が高くなったことを踏まえ、次年度の目標として、行政

の指導のもとで関係業界団体等とタイアップして軸組構法に関する提

案に取組みたい。 

 

(ウ)事業実施状況と結果の取りまとめについて 

各委員は、事務局より示された取りまとめ案を了承した。 
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４．その他 

検討会終了後、午後 3時 30 分～5時 30分に本事業の成果報告会を開催した。参加の申

込者は 69 名であったが、開催の 4 日前に起きた巨大地震の影響等のため、当日の参加者

は 22名となった。 
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４．日本産木材利用提案の検討・策定 

 

当協議会は、規範管理委員会との効果的な協議、また、規範改定委員会に向けて日本産木

材の樹種の明記に関する提案の策定を図るため、木材・木造関係標準に詳しい学識経験者・

専門家をメンバーとする「日本産木材利用提案作成チーム」（p.iv 参照。以下、「提案作成

チーム」と略す）を設置した。この提案作成チームは、輸出課題解決検討会の考え方、方針

に基づき、規範管理委員会・改定委員会との協議の進展状況や中間結果を見極めながら、当

該検討会に対する情報提供、中国側との協議のための技術資料の作成、日本産木材利用に関

する提案の検討と策定を行った。 

 

４－１ ワーキング会議の開催 

規範管理委員会・改定委員会向けの日本産木材利用に関する提案を策定していくためのワ

ーキング会議は３回開催され、ここに、その実施概要を述べる。 

 

４－１－１ 第１回ワーキング会議の実施概要 

開催日時：平成 22年 10月 6日（水）14時～17時 

開催場所：東京都文京区内の林友ビル 6階会議室（写真 4-1） 

 

 
写真４－１ 第 1回ワーキング会議 

 

１．検討内容 

(1) 提案作成チームの業務内容について 

(2) 作成の進め方とスケジュールについて 

(3) 提案の内容構成・骨子項目について 

 

２．出席者 

(1) 提案作成チーム：神谷、飯村、趙 

(2) 当協議会：伊藤顧問、小合事務局長、杉山、玉本 
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３．論議の要点 

(1) 事業担当者からの説明等 

ア 共通認識の確認 

検討の冒頭、事業担当者より、本事業の目標を達成するためには、規範管理委

員会・改定委員会向けの日本産木材利用に関する提案の策定及び中国側との協議

が中心的な任務であり、これを遂行する提案作成チームに期待される役割は非常

に大きい。このような認識を共有した上、素案作成等業務を効果的に進めていた

だきたい旨の考えを示した。 

 

イ 検討内容(１) 

事業担当者より、輸出課題解決検討会の助言を得ながら、①日本産木材利用

提案（技術データ集等を含む）の検討・策定を中心に進めることに併せ、②こ

のための関連調査・研究、③提案実現に向けての規範管理委員会・改定委員会

との意見交換・協議を行うことが、提案作成チームの業務内容である旨説明が

あった。提案作成チーム全員は、説明どおり了解した。 

 

ウ 検討内容（２） 

原案の内容が了承され、提案策定を次のように進めながら、中国側の改定進捗

状況に応じて柔軟に対応していくこととした。 

 

 提案作成チーム：素案作成  

              ← 中国側の意見 

 検討会による素案の論議、助言  

              ← 中国側の意見 

 素案修正  

 

 検討会への修正案の報告  

          ← 翻訳 

 中国側への提出と協議  

 

エ 検討内容（３） 

事業担当者より、これまでの規範管理委員会からの情報を踏まえ、今回の改定

の主な項目と日本産木材の利用に関する同委員会の基本的なスタンスについて

の説明を受けた。 

 

(2) 個別具体的論点整理 

日本側の提案に関する考え方、内容構成等を 2時間以上にわたって論議し、以下のと

おり整理した。 

ア 日本産木材利用提案の検討・策定の基本的な考え方 

中国「木構造設計規範」にスギ、ヒノキ等国産材が構造用製材として利用可能
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な樹種として明記されるようにすること、今後の目標である同規範における日本

の軸組構法の確立につながるようにすることとする。 

 

イ 取組みの重点 

中国「木構造設計規範」の今回の改定がこれからの 3年間（平成 21 年 11月～

平成 24年 12月）に亘ることでありながら、本事業の実施期間が限られているた

め、日本提案の対象を軸組構造用製材に絞って重点的に進めることとする。中国

側との協議等の中で提案採用の可能性をみて、軸組構法関連内容を提案に織り込

むことについても前向きに検討する。 

 

ウ 日本提案の対象樹種 

スギ、ヒノキを基本とする。その他の樹種については、技術データの既存状況、

資源としての輸出可能性、業界関係者等の意見等諸般条件を勘案して検討する。 

 

エ 提案の内容 

スギ、ヒノキ等日本産木材の利用に関する基本的な技術提案（規定）及び次の

ような規格・対応表等から構成され、それについて再度検討する。 

 基本提言（中国「木構造設計規範」の第 4章へ） 

 日本の強度等級区分の規定（新たな内容として同規範の附録のひとつへ） 

 同規範に採用されている強度等級区分と日本の強度等級区分との対応表 

 日本の軸組構法に関する技術規定の概要 

なお、製材の JASが中国「木構造設計規範」における相互認証ができるような

提案条項にまで踏み込めるか、中国側との協議の上で検討する。 

 

オ 必要なデータ等 

日本提案を規範管理委員会に採用してもらうため、次のような関連技術データ

や資料の整備と提出が必要である。 

 スギ、ヒノキ等国産材の強度設計値 

 スギ、ヒノキ等国産材及びその他の構造用針葉樹木材の材質比較表 

 スギ、ヒノキ等国産材の利用実例等 

 

カ その他 

産地によるスギの材質・強度のバラツキについてどのようにすればよいかにつ

いては、既存データの対応可能性、輸出にとってのメリット・デメリット等を勘

案して検討する。 

 

４．その他 

以上の論議結果を踏まえ再度検討し、平成 22 年 10 月 19 日開催予定の第 1 回輸出課題

解決検討会に報告することとした。 
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４－１－２ 第２回ワーキング会議の実施概要 

開催日時：平成 22年 12月 20（月）13 時～16時 

開催場所：東京都文京区内の林友ビル 6階会議室 

１．検討内容 

(1) 提案項目について 

(2) データ整備について 

(3) 提案関連内容の資料整備について 

(4) 提案作成の役割分担とこれからのスケジュールについて 

(5) 国土交通省関係部局との関係調整について 

 

２．出席者 

(1) 輸出課題解決検討会委員長：坂本 

(2) 提案作成チーム：神谷、飯村、加藤、趙 

(3) 当協議会：伊藤顧問、小合事務局長、杉山、玉本 

 

３．論議の要点 

(1) 事業担当者からの説明等 

ア 検討内容（１） 

事業担当者より、規範管理委員会より連絡のあった改定大綱（たたき台）を踏

まえ、当該規範における日本側の策定・提案項目についての事務局案を示し、さ

らに当該改定大綱についての意見募集に対する日本側の回答案を説明した。また、

回答案の可否について検討会の委員及びオブザーバーの方々の回答状況も報告

した。提案作成チーム全員は、説明どおり了解し、回答案の中国語版を規範管理

委員会に早急に提出することに同意した。 

 

イ 検討内容(２) 

事業担当者より、スギ、ヒノキの各種強度データの整備を早期に進める必要が

あり、日中両国の試験方法を照合した上、データ整備の範囲、方法、スケジュー

ル等を検討したい旨の説明があった。これについて、中国林業科学研究院木材工

業研究所に対し協力を要請し、同研究所から「中国ではどのような試験方法に準

拠して試験データをとるか、どのような強度データが必要であるか」といった詳

細な情報を入手し、対応策を検討した上、北京で強度データの整備に係る具体的

な作業、進め方について同研究所との協議・調整を進めることとした。 

 

ウ 検討内容（３） 

規範改定委員会に対し、日本側の提案に加え、理論上、実践上から日本産スギ、

ヒノキ等の樹種が一般構造用製材として利用可能であること、軸組構法が中国の

木造市場の発展を推進する上で有効であることを示す資料の提出は必要である。

この資料に含まれる内容（例えば、日本における軸組構法の概要、典型的な建設

事例。なお、建設事例の選択には、材料が製材品から集成材まで、規模が住宅か
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ら大規模公共建築物まで、構造形態が普通の住宅、ドーム型などの類型を考慮）

に関する原案の内容が了承され、具体的な項目構成の若干の調整を原案作成中に

考えることとした。 

 

エ 検討内容（４） 

事業担当者より、今後の対応と進め方についての説明があり、了承された。 

 

オ 検討内容（５） 

事業担当者より、規範改定委員会第 2 回会議（平成 22 年 11 月 8 日開催）の

参加・協議を通して木造軸組構法を盛り込むことについても提案したことから、

国交省関係部局との意思疎通が必要となっている旨の考えを示した。これについ

て何らかの形で対応することとした。 

 

(2) 個別具体的論点整理 

ア 中国「木構造設計規範」の改定における日本側の役割分担 

中国「木構造設計規範」にスギ、ヒノキ等国産材が構造用製材として利用可能

な樹種として明記され、また軸組構法が盛り込まれるために、日本側の代表とし

て、日本木材輸出振興協議会は参加機関として、規範管理委員会会の案どおり当

該規範の「3.1 木材」章節、「4.2 設計指標と許容値」章節及び「8 集成材構

造」章節の改定に参加することに同意するとともに、「7 普通木構造」章節の改

定への参加を要請することとした。 

 

イ 日本側提案の原案作成 

2 月中か 3 月上旪頃に成都における協議のための日中専門家会議の開催に向け

て、提示しなければならない日本提案、強度データ及び関連資料の整備について

は、2 月第 1 週までの素案完成を目標に早急に進めることとした。なお、素案を

平成 23年 1月 14日開催の第 2回輸出課題解決検討会に報告できるよう努力する

こととした。 

 

４．その他 

以上の論議結果を踏まえ早急に取組み、平成 23年 1月 14日開催予定の第 2回輸出課題

解決検討会に報告することとした。 

 

４－１－３ 第３回ワーキング会議の実施概要 

開催日時：平成 23年 3月 11 日（金）13時 30分 

開催場所：当協議会の会議室 

会議は 16 時までの予定だったが、東北地方太平洋沖地震が 14 時 46 分頃に発生したため

中断された。 

当日の 13時 30分からマグニチュード 9.0 の超特大地震が発生する直前までに、提案作成

チームの神谷、趙の両氏は、以下のことについて検討した。 
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 規範管理委員会との第 2 回協議（日中専門家会議）を通じて、軸組構法に関する中国

側の協力要望と考え方が分かった。つまり、中国「木構造設計規範」に軸組構法を盛

り込むことが可能となった。本年度の事業実施期間には、スギ、ヒノキ、カラマツの

中国規範への明記に関する提言を中心に提案作成を進め、軸組構法に関する提言が次

年度の提案計画に委ねるのが妥当である。 

 軸組構法に関する提言は日本国内の現行規格のままでなく、日本の軸組構法について

の告示・条例・規定をベースにしながら、現行の中国「木構造設計規範」に決められ

た枠組壁構法の規定のように考えれば、中国側の要望や考え方に対応した提案ができ

るとともに、中国向けの日本産木材輸出の拡大促進に資することも期待できる。 

 

４－２ 中国「木構造設計規範」に対応した日本産針葉樹材の強度等級に関する検討 

４－２－１ 「木構造設計規範」に対応した日本産針葉樹材の強度設計値の導出 

日本産針葉樹種を中国「木構造設計規範」に対応させるには、日本産針葉樹種の強度的性

質が同規範の「木材の強度設計値とヤング係数」表6に示されたどの強度等級に該当するか検

討する必要がある。この検討に当たっての膨大なデータの統計計算及び検討は、森林総合研

究所材料接合研究室 長尾室長と加藤主任研究員7を中心とする方々により進めていただい

た。以下はその検討のまとめである。 

強度等級表への樹種の割り当ては、中国国家標準の GB1927-1943-91「木材物理力学試験方

法」（以下、「中国力学試験方法」と略す）によって得られた試験データに基づくことにな

っている。なお、「中国力学試験方法」は、ISO3133と同様である。そこで、スギ、ヒノキ、

カラマツを検討対象樹種とし、「日本産主要 35 樹種の強度的性質」8の元となった試験デー

タと森林総合研究所材料接合研究室が実施した「中国力学試験方法」に該当する試験データ

を合算し、中国「木構造設計規範」の強度等級に関する規定に対応した日本産針葉樹材の強

度等級表への割り当てについて検討した。 

スギ、ヒノキ、カラマツの強度等級表への割り当てに関する検討は、同規範の技術責任者

である王 永維氏、規範管理委員会主任の楊 学兵氏9によって示された同規範の木材強度設計

値確定方法に従って行った。検討した結果を表 4-1から表 4-3に示す。 

表 4-1 は、農林水産省の統計情報にある国有林野事業統計書平成 22 年の国有林野の現状

等に示された地域ごとにみた樹種別材積と中国「木構造設計手引（第 3版）」（以下、「設

計手引」と略す）に示された含水率換算係数を用いて含水率 12％に調整した試験データの統

計値を試験データのサンプルの産地ごとにまとめたものである。 

表 4-2は、表 4-1の統計値から材積の重み付けを行い、設計値の誘導に必要な標準値を樹

種ごとにまとめたものである。 

                                                
6 現行同規範の p.14の表 4.2.1-3 
7 長尾 博文氏は本事業検討会委員・「日本産木材利用提案作成チーム」専門家であり、加藤 英雄氏は本

事業の「日本産木材利用提案作成チーム」専門家である。 
8 中井 孝、山井良三郎：日本産主要樹種の性質 日本産主要 35 樹種の強度的性質、「林業試験場研究報

告」第 319号、pp.13-46(1982) 
9 王 永維氏は四川省建築科学研究院 顧問技師長、同研究院の前院長であり、楊 学兵氏は中国建設西南

設計研究院有限公司 高級技師である。 



 
 

-29- 

 

表 4-3 は、表 4-2 の標準値を「設計手引」の抗力分項係数γRで除して誘導した設計値と

それに対応する強度等級を応力ごとに求め、その最小位ランクの強度等級を樹種ごとにまと

めたものである。 

なお、めり込み強度の検討に当たっては、含水率の調整をしなかった。その理由は、以下

のとおりである。 

① 試験データを調整する含水率の値が個別に対応できなかったこと、 

② 試験データの含水率の出現範囲が 14～16％であり、安全側の評価であったこと、 

③ 含水率の調整をしない場合でも他の応力より上位の強度等級に分類できることが明

らかであったこと。 

以上のことから、日本産針葉樹材の強度等級はスギが「TC11」以下、ヒノキが「TC13B」、

カラマツが「TC17A」という結果となった。 
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表４－１　日本産スギ、ヒノキ、カラマツ強度特性表（含水率12％）

材積

（1,000m
3
）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

スギ

（Cryptomeria japonica ）

（秋田） 29,879  70.41 7.78 38.05 4.76 90.47 17.85 7.66 1.05 6.16 1.36 8,271 1,099

（茨城） 8,283   71.43 10.00 35.21 4.86 93.20 24.45 8.24 1.36 6.27 1.50 8,354 1,204

（宮崎） 30,364  74.89 10.36 38.97 5.24 101.83 23.37 9.72 1.68 8.79 1.81 8,400 1,273

ヒノキ

（Chamaecyparis obtusa ）

（長野） 8,677   74.35 5.32 37.80 2.85 122.43 20.92 10.89 1.04 7.27 0.96 8,030 726

（近畿・四国） 22,985  81.08 11.30 41.76 4.39 - - - - - - 10,659 1,467

カラマツ

（Larix leptolepis）

（長野） 10,293  103.12 12.97 58.35 6.98 144.15 40.56 12.34 2.05 15.10 2.47 11,539 1,665

(MPa) (MPa) (MPa)樹種

曲げ強度 ヤング係数圧縮強度 引張強度 せん断強度 横圧縮強度

(MPa) (MPa)(MPa)

 
 

表４－２　スギ、ヒノキ、カラマツ強度特性標準値表（含水率12％）

曲げ強度 圧縮強度 引張強度 せん断強度 横圧縮強度 ヤング係数

樹種 (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

5％分位数 5％分位数 5％分位数 5％分位数 5％分位数 平均値

スギ（Cryptomeria japonica） 57.40 29.91 61.14 6.39 4.75 8,338

ヒノキ（Chamaecyparis obtusa ） 63.34 34.15 88.02 9.17 5.68 9,939

カラマツ（Larix leptolepis） 81.78 46.87 77.44 8.96 11.05 11,539  
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表４－３　中国木造設計標準に定めた方法によるスギ、ヒノキ、カラマツの強度等級区分

設計値
(MPa)

強度
等級

設計値
(MPa)

強度
等級

設計値
(MPa)

強度
等級

設計値
(MPa)

強度
等級

設計値
(MPa)

強度
等級

設計値
(MPa)

強度
等級

スギ（Cryptomeria japonica） >TC11 13.7 TC13A 11.5 TC13B 9.6 TC17B 2.1 TC17A 4.7 TC17A 8,338 >TC11

ヒノキ（Chamaecyparis obtusa） TC13B 15.1 TC15A 13.1 TC15A 13.8 TC17A 3.1 TC17A 5.7 TC17A 9,939 TC13B

カラマツ（Larix leptolepis） TC17A 19.5 TC17A 18.0 TC17A 12.1 TC17A 3.0 TC17A 11.0 TC17A 11,539 TC17A

最小値に
よる強度
等級区分

樹種
曲げ強度 ヤング係数圧縮強度 引張強度 せん断強度 横圧縮強度
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４－２－２ スギ、ヒノキ、カラマツの導出結果を踏まえた可能な提案に関する検討 

スギ、ヒノキ、カラマツに対して導出した以上の結果を踏まえ、樹種ごとに提案する強度

等級は、次のような考えができる。 

 

１． スギの強度等級に対する提案 

スギについては、誘導したヤング係数の設計値が中国「木構造設計規範」に定められた「木

材の強度設計値とヤング係数」表を満足する強度等級がなかったため、その対応策を検討し

提案する必要がある。そこで、「TC11B」の注釈による対応策、「TB11」とする対応策、「TC13C」

又は「TC11C」等の強度等級新設による対応策を考えた。 

① 「TC11B」の注釈による対応策 

上記規範の「木材の強度設計値とヤング係数」表には、注釈が付けられていること、同規

範の付録 B にある「新利用樹種木材の強度設計値とヤング係数」10には、注釈で取り上げた

樹種について、「TB11」等級の数字に 0.9 を乗じて得られる数値を採用するとある。これら

を例として倣い、「スギのヤング係数は TC11B 等級の数字に 0.9を乗じて得られる数値を採

用する」という内容を「木材の強度設計値とヤング係数」表の注釈に追記すれば、スギのヤ

ング係数の設計値を満足することになる。 

② 「TB11」とする対応策 

スギの設計値は、上記規範の「木材の強度設計値とヤング係数」表の「TB11」等級を全て

満足することから、スギをこの強度等級とすることに問題はない。ただし、現行の同規範で

は、木材強度等級の樹種表が針葉樹材と広葉樹材とに分かれており11、強度等級の「TB」は、

広葉樹材の強度等級となっている。そのため、針葉樹材であるスギを TB とすることに矛盾

が生じる。そこで、現行の同規範で定めた強度等級はそのままとし、針葉樹材と広葉樹材を

工学的視点から「木材強度等級」表に統合すれば、針葉樹材と広葉樹材の記述はなくなり矛

盾は解消できる。 

③ 「TC13C」又は「TC11C」等の強度等級新設による対応策 

「TC13」等級か「TC11」等級のヤング係数に 8,000N/mm2を追加した「TC13C」か「TC11C」

を新設できれば、スギの設計値は満足することができる。ただし、この新設を実施した場合、

現状ではこの等級にはスギしか当てはまらない。そのため、既存の強度等級表にある樹種の

代替材料としてスギを利用する際の障害となる恐れがある。また、本報告書の第 5章に述べ

たように、規範管理委員会・改定委員会との意見交換や協議では、同規範の技術責任者であ

る王 永維先生は強度等級を新設することに対して、前向きではなかった。 

 

２． ヒノキの強度等級に対する提案 

ヒノキについては、導出した強度設計値とヤング係数が現行規範の「TC13B」に適合して

いることから「TC13B」で提案できると考えた。 

 

３． カラマツの強度等級に対する提案 

                                                
10 現行同規範の p.80の表 B.3.1 
11 針葉樹木材強度等級表（表 4.2.1-1）、広葉樹木材強度等級表（表 4.2.1-2）が現行規範の p.13にある。 
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カラマツについては、「TC17A」が結果として得られたが、これは試験体のサンプリング

による影響が大きいと考えられる。すなわち、今回各樹種の設計値を誘導するために用いた

試験データの中で、カラマツ大径材の成熟材部分から得られたものが大半を占めていた可能

性があり、これが原因で強度等級の上位である「TC17A」になったと考えられる。 

一方、カラマツ実大材を対象とした様々な強度試験結果から今回得られた強度等級

「TC17A」が妥当か推測すると、この強度等級は極めて高い可能性があると考えられる。そ

の理由は、以下のとおりと考えている。 

① 構造用として生産するカラマツ製材の木取りは、未成熟材部分を含む心持ち材や心

去り材の場合が多く、実大材を対象とした強度試験もこれに倣って行われており、

結果として未成熟材部分を含む条件で強度評価をしているからである。 

② また、今後カラマツ製材を構造用として使用することを想定した場合、その原木と

なる径級の大半は小中径木である可能性が高く、結果として未成熟材部分を含むこ

ととなる。 

③ さらに、日本の建築基準法施行令第 89条の規定に基づき定められたカラマツの基準

強度は、無等級材ではヒノキ等同じ樹種群、JAS規格の目視等級区分ではヒノキより

小さく、機械等級区分ではヒノキと同じ樹種群に位置付けている。 

以上のことから、カラマツの強度等級を「TC17A」とすることは、実際の構造用製材とし

てのカラマツの強度に対して過度に高い強度等級であり危険側の評価になると考えられる。 

したがって、カラマツについては、「TC17A」の提案は避けるべきで、ヒノキと同等の「TC13B」

かそれより下位の「TC11A」で提案すべきである。 

 

４－３ 日本産木材利用提案の概要 

提案作成チームは、①輸出課題解決検討会の助言、②規範管理委員会・改定委員会との協

議状況、③中国「木構造設計規範」に対応したスギ、ヒノキ、カラマツの強度設計値、ヤン

グ係数の導出及び導出結果についての検討を踏まえ、専門的な見地から中国「木構造設計規

範」における日本産木材の利用に関する提案を策定した。 

「日本産木材利用提案」は、中国「木構造設計規範」における日本産スギ、ヒノキ、カラ

マツの構造用製材としての明記に関する提案を中心に策定されたものであり、その概要は以

下のとおりである。なお、その詳細内容については、別冊の「中国「木構造設計規範」改定

向け 日本産木材利用提案」（中国語版）を参照されたい12。 

 

１． 「日本産木材利用提案」の基本的考え方 

「日本産木材利用提案」は、中国「木構造設計規範」に日本産木材の利用同等性を確立す

るために、同規範に対応したスギ、ヒノキ、カラマツの強度等級が付与され、構造用製材と

して同規範の「木材強度等級」表に明記される提案を重点に置き、さらに軸組構法が同規範

へ盛り込むことができるよう提言することを基本的考え方とする。 

 

２． 「日本産木材利用提案」の内容構成 

                                                
12 問合せ先は本報告書の裏表紙に記されているのでご参照されたい。 
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「日本産木材利用提案」は次のとおり、スギ、ヒノキ、カラマツの強度等級の付与と明記

に関する基本提案、この基本提案となる裏付けである３樹種の強度等級に関する導出・分析

結果並びに規範管理委員会・改定委員会の検討・審査に供する関連技術データ・資料（関連

規定等の抄訳・全訳13を含む）から構成される。 

 

 

中国「木構造設計規範」改定向け 

日 本 産 木 材 利 用 提 案 

 

１．基本提案 

 

２．提案に係る基礎的資料 

付録 A 中国「木構造設計規範」に対応したスギ、ヒノキ、カラマツの基準強度の 

誘導・分析 

付録 B スギ、ヒノキ、カラマツの概要 

付録 C 製材の日本農林規格（抄訳） 

付録 D 構造用木材の強度試験法（抄訳） 

付録 E 木材の試験方法（JIS Z 2101:2009）（全訳） 

付録 F 木造軸組構法の概要（抄訳） 

付録 G 木造の耐震計算の方法（全訳） 

付録 H 限界耐力計算（全訳） 

付録 I 木造関連建築基準法施行令第 40条～第 49条（全訳） 

付録 J 木造関連建築基準法施行令第 40条～第 49条に係る関連告示（全訳） 

付録 K 「日本産木材説明会」等におけるアンケート結果 

付録 L 日本木造建築事例 

 

 

３． 「日本産木材利用提案」の要点 

中国「木構造設計規範」改定委員会向けの基本提案の要点は、次のとおりである。 

 

 

日本産スギ、ヒノキ、カラマツは建築材料の主体をなすものであり、その優れた強度、 

耐久性とも長期に亘った木造建築の実践及び多くの試験データにより証明されてい 

る。中国国内の消費ニーズに応え、構造材として適切に利用できるために、冒頭に記 

した３樹種を中国「木構造設計規範」の木材適用強度等級関係表及び関連条項に明記 

するよう、要請したい。 

                                                
13 国産材輸出促進、適正な森林整備、地域経済活性化ないし地球温暖化対策等という公益目的の達成に資

するため、当協議会は、中国「木構造設計規範」管理委員会・改定委員会による同国家標準における日本

産スギ、ヒノキ、カラマツの基準強度と強度等級の決定に関する検討に供する内部資料として関連規定の

抄訳・全訳を行った。 
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その際に、同委員会に指示された強度誘導方法に基づき導出した強度データ等を根拠 

に、３樹種の強度等級が次のように付与するよう、提案したい。 

 

「スギの強度等級」：スギのヤング係数（8,338MPa）が同規範の「TC11B」より若干 

低いが、曲げ強度（TC13A）、圧縮強度（TC13B）、引張強度（TC17B）、せん断強度 

（TC17A）、横圧縮強度（TC17A）のいずれも「TC11」と比べて相当高いことから、ス 

ギに強度等級「TC11B」を付与し、その但し書きとして、同規範の「木材の強度設計 

値とヤング係数」表に「スギのヤング係数は TC11B 等級の数字に 0.9を乗じて得られ 

る数値を採用する」との注釈に追記するよう、提案したい。 

 

「ヒノキの強度等級」：ヒノキの曲げ強度（TC15A）、ヤング係数（TC13B）、圧縮強 

度（TC15A）、引張強度（TC17A）、せん断強度（TC17A）、横圧縮強度（TC17A）が同規 

範の「TC13B」に適合していることから、ヒノキに強度等級「TC13B」を付与するよう、 

提案したい。 

 

「カラマツの強度等級」：カラマツの強度に対する誘導の結果は、いずれの強度指標 

も同規範の「TC17A」等級に達しているが、①誘導に用いた試験データが大径材の成 

熟材部分から得られたものが大半を占めていた可能性、②実大材を対象とした様々な 

強度試験結果、③日本の建築基準法施行令第 89条の規定に基づき定められたカラマ 

ツの基準強度が無等級材や JAS規格の機械等級区分ではヒノキと同じ樹種群に位置付 

けていることなどを考慮し、ヒノキと同等の「TC13B」を付与するよう、提案したい。 

 

日本産スギ、ヒノキ、カラマツの強度等級が確定された後、同規範の附録 G、附録 H 

にこの３樹種の名称、主要特徴、主要材質等を適宜に書き加えるよう、提案したい。 

 

また、中国国内の木造建築における日本産スギ、ヒノキ、カラマツの構造用製材の的 

確な利用を図るために、同規範の現行規定の「普通木構造」を「木造軸組構造」、「丸 

太組構造」に分けることを検討した上で、現行の「普通木構造」の規定及び日本の軸 

組構法に関する規定を参考にし、木造軸組構造に関する一般的な規定、設計の要求、 

構造の要求、梁・柱・基礎の設計等を盛り込むよう、提案したい。 

 

その際には、「製材の機械等級区分」、「水平構面の設計式と耐力表」、「耐力壁の 

設計式と耐力表」等を同規範の付録に追加するよう、提案したい。 
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５．中国「木構造設計規範」改定委員会等との意見交換・協議 

 

本事業の目標である、日本産スギ、ヒノキ、カラマツが中国「木構造設計規範」に明記さ

れ、中国における日本産木材の利用同等性を確立するために、規範管理委員会・改定委員会

を始め関係機関との意見交換、規範改定会議への専門家派遣、日本産木材利用提案の提出と

提案についての協議、さらに中国側との意見交換・協議を支援する「日本産木材説明会」の

開催などの課題解決に向けた実践的な取組みを行った。 

 

５－１ 規範改定委員会等との意見交換・協議 

当協議会は、輸出課題解決検討会の助言の下に、規範管理委員会・改定委員会と 4回の協

議（うち、対面協議 2回、書面協議 2回）を重ねた。また、中国側との協議を効果的かつ円

滑に進めるために、2 回の対面協議の実施前後に合わせて、同委員会を始め中国側の関係機

関との意見交換を 5回行った。 

 

５－１－１ 協議の実施概要 

１． 第 1回目（対面協議） 

規範管理委員会との協議書（上海、平成 22年 8月 16 日締結）に盛り込まれた合意、及び

輸出課題解決検討会の第 1 回会議（10月 19日、東京）で決められた中国側との協議方針に

基づき、当協議会の趙 川（業務課長）、神谷 文夫（特別研究員）、飯村 豊（特別研究員）

は平成 22年 11月 8日（月）、成都において開催された規範改定委員会第 2回会議に出席し、

中国「木構造設計規範」における日本産木材の利用同等性の確立に向けて、規範改定委員会

との第 1回目の協議を行った（写真 5-1）。 

同会議には、規範管理委員会主任 楊 学兵氏を始め主要メンバーらが出席した。日本関

係者の出席は初めてであった。 

同会議の開会に当たり、楊主任より、「日本木材輸出振興協議会の当改定委員会への正式

な参加を心より歓迎し、貴会の趙 川氏を当規範改定の編集委員、神谷 文夫、飯村 豊両氏

を貴会の派遣する専門家として受け入れる。当規範の改定に貴会の建設的な貢献を期待して

いる。」旨の発言があった。 

 

写真５－１ 中国「木構造設計規範」第 4回改定の第 2回会議 

（手前側の左から神谷、趙、飯村） 
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その後、規範改定委員会の技術責任者 王 永維氏は、改定項目のたたき台を示し、各章

毎に改定のポイントを説明した。このたたき台について各委員が順次意見を述べ議論した。 

同会議において、当協議会の協議代表は、規範管理委員会・改定委員会に対し、日本産ス

ギ、ヒノキ等の樹種が構造用製材として利用可能な樹種として中国「木構造設計規範」に明

記されること、また今回の改定を通じて、同規範に軸組構法が盛り込まれるよう求めた。 

また、規範改定委員会との協議の結果、中国「木構造設計規範」への日本産スギ、ヒノキの明記

を検討すること、及び日本側の要望関連事項や作業について、平成 23 年 2月～3月に日中専

門家会議を中国国内で開くこととなった。 

 

２． 第 2回目（書面協議） 

規範管理委員会より、12月 1日付けの電子メールで「中国「木構造設計規範」改定大綱（た

たき台）」及び「各参加機関等は、12月 15 日までにたたき台の内容及び役割分担についての

意見を提出してください」旨の連絡があった。 

それについて、輸出課題解決検討会の委員の意見を集約した上、当協議会は 12 月 15 日、

日本側の意見として次の内容を規範管理委員会に提案した（図 5-1及び訳文）。 

 

 

図５－１ 中国「木構造設計規範」改定大綱（たたき台）関連事項に関する提案 
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（訳文） 

2010 年 12月 15日 

 

 

中国「木構造設計規範」管理委員会 殿 

 

日本木材輸出振興協議会 

 

 

中国「木構造設計規範」改定大綱（たたき台）関連事項に関する提案 

 

12 月 1 日付けの「中国「木構造設計規範」改定大綱（たたき台）」及び関連事項の通知を

受け取りました。当協議会はこのことを非常に重視し、関係機関の意見等も踏まえ、検討い

たしました。貴委員会の要請に基づき、ここに、下記のとおり回答するとともに、改定大綱

に回答内容を反映していただきますようお願い申しあげます。 

 

記 

 

1. 貴委員会の案どおり、当協議会は、参加機関として「木構造設計規範」の「3.1 木

材」章節、「4.2 設計指標と許容値」章節及び「8 集成材構造」章節の改定に参加

することに同意します。また、参加機関として「7 普通木構造」章節の改定に参加

させていただきたい。 

 

2. 時間的制約等により、当協議会は、参加機関として「木構造設計規範」の「5 木構

造部材の計算」、「6 接合部の計算」、「10 木構造の防火設計」及び「11 木構造の

保護」章節の改定には参加しない考えです。なお、必要な場合、当協議会はできる限

り協力する考えです。 

 

3. 改定大綱への参加機関としての国外の協会についての表現は、「国外関連協会」とさ

れていますが、当協議会は、参加機関としての改定参加の責任の所在の明確化を図る

ために、当協議会の改定業務の分担箇所に「日本木材輸出振興協議会」と明記してい

ただきたい。 
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規範管理委員会は 12月 27日、当協議会の前述の提案に対し、以下のような内容をご回答

した（訳文）。 

 

 

 

（訳文） 

2010 年 12月 27日 

日本木材輸出振興協議会 殿 

貴協議会より「中国「木構造設計規範」改定大綱（たたき台）関連事項に関する提案」を

受け取りました。当国家標準管理委員会は貴協議会の提案を検討した結果、貴協議会の提案

どおり、『貴協議会は、参加機関として「木構造設計規範」の「3.1 木材」章節、「4.2 設

計指標と許容値」章節、「7 普通木構造」章節及び「8 集成材構造」章節の改定に参加す

ること』に同意するとともに、当国家標準の改定における貴協議会の重要な役割及び積極的

な貢献を期待します。 

 

中国「木構造設計規範」管理委員会 

主任 楊 学 兵 

 

 

 

３． 第 3回目（対面協議） 

第 1回目協議の合意に従い、規範改定委員会との日程調整を行った結果、日中専門家会議

を平成 23 年 2 月 22 日（火）に成都（中国建築西南設計研究院）で開催することとなった。

このため、前出の協議代表 3名は 2月 20日から 25日までの日程で、規範改定委員会の主要

責任者との対面協議を再度行った。 

日本側の出席者は趙、神谷、飯村、加藤、中国側の出席者は規範管理委員会・改定委員会

の主任楊 学兵氏、技術責任者王 永維氏であった（写真 5-2）。 

 

写真５－２ 日中専門家会議 
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双方の出席者は、日本産スギ、ヒノキ、カラマツを中国「木構造設計規範」が定める構造

用材料に加えてもらう手順、加える際のそれぞれ樹種の強度等級を決める各種調整係数の検

討、そのための日本側の試験データの取扱について意見を交え、日本産スギ、ヒノキ等樹種

の明記に向けて次のとおり具体的に協議した。 

（１）中国側による木材強度設計値の導出についての説明 

まず、前出の王氏より「木材強度設計値確定方法」についての説明を受けた。その要点は

以下のとおりである。 

① 構造用製材の強度に関する試験方法は、中国の「木材物理力学試験方法」国家標準（GB 

927～1943-91）に準ずることである。中国のこの国家標準は ISO3133と同様である。 

② 試験データは、含水率 12％の無欠点小試験片の試験によって得られたデータである。つ

まり、得られた強度データは、含水率 12％に調整して評価する。 

③ 試験データの審査、整理及び認可：中国の主要樹種の試験データの審査、整理及び認

可は中国林業科学研究院により行われる。これまで 283樹種の木材の物理力学的性質

に係るデータに関する審査、整理及び認可は行われ、その成果は「中国主要樹種木材

物理力学性質」という本に取りまとめられている。 

④ 規範管理委員会は、確認の上、木材性質、試験データ及び利用実績に基づいて建築用

木材としてよく使われる 80 樹種を 24樹種組に分け、「木構造設計規範」に明記され

ている。 

⑤ 異なった産地から採取された同一樹種の木材試験片のデータについて、各産地の当該

樹種の森林資源量を重みとした加重平均値を当該樹種の木材の代表値とする。 

⑥ 無欠点小試験片の試験による強度特性値 fk の確定：材料強度の確率分布関数を正規

分布とし、5th ％ile 値を無欠点小試験片の強度特性値 fkとする。 

⑦ 強度設計値の確定：次の式により算出する。 

 

ｆxi＝ｆk／γi 

γi＝γR／（Kp×KA×KQ） 

ここで、 

fk=μF-1.64σｆ (正規分布仮定の 5th ％ile値） 

γR：抗力分項係数（引張：1.95、曲げ：1.60、圧縮：1.45、せん断：1.0） 

KP：方程正確性影響係数 

KA：尺寸誤差影響係数 

KQ：构件材強度折減係数 

KQ＝KQ1×KQ2× KQ3× KQ4 

KQ1：天然欠陥影響係数 

KQ2：干燥欠陥 

KQ3：長期受荷強度折減係数 

KQ4：尺寸影響係数 

なお、圧縮強度、引張強度、曲げ強度、せん断強度、ヤング係数のγiは、それぞれ 

2.6、6.4、4.2、3.1、1である。 
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⑧ 輸入木材の強度区分：規範管理委員会は、輸出国より正式に提出された該当木材の物理

力学的データ等を根拠に、中国の強度区分方法に基づいて強度を与える。その後、該当

輸出国は該当木材の樹種の学名、木材特徴、主要材質等を提出する。 

 

（２）日本側のデータ提出と説明 

王氏の説明を受けた後、日本側代表は中国の規定に対応したスギ、ヒノキ、カラマツの

強度特性値、設計値の試算結果（表 5-1）及び「製材の日本農林規格」（一部抜粋）、「構造

用木材の強度試験法」（一部抜粋）、「木材の試験方法」（JIS Z2101:2009）などの関連資料

を提出し、試算結果の導出方法を説明した上、次の考えを示した。 

 

表５－１ 中国の規定に対応したスギ、ヒノキ、カラマツの強度特性値、設計値の試算結果 

 

スギ 

 

圧縮 

強度 

(N/mm2) 

引張 

強度 

(N/mm2) 

曲げ 

強度 

(N/mm2) 

曲げ 

ヤング係数 

(kN/mm2) 

せん断 

強度 

(N/mm2) 

横圧縮 

強度 

(N/mm2) 

強 

度 

特 

性 

値 

試験体数 177 160 177 177 350 156 

平均値 32.5 91.6 63.7 7.8 7.8 7.0 

標準偏差 4.6 21.6 9.2 1.3 1.5 2.0 

変動係数（％） 14.1 23.6 14.4 16.9 19.5 27.9 

5th ％ile値 27.9 56.1 48.6  5.3 3.8 

強度設計値 10.6 9.0 10.2  1.7  

 

ヒノキ 

圧縮 

強度 

(N/mm2) 

引張 

強度 

(N/mm2) 

曲げ 

強度 

(N/mm2) 

曲げ 

ヤング係数 

(kN/mm2) 

せん断 

強度 

(N/mm2) 

横圧縮 

強度 

(N/mm2) 

強 

度 

特 

性 

値 

試験体数 136 65 140 140 116 62 

平均値 36.9 118.5 74.5 9.3 9.9 7.3 

標準偏差 5.3 19.9 11.9 1.9 0.9 1.0 

変動係数（％） 14.5 16.8 16.0 20.5 9.3 13.2 

5th ％ile値 28.1 85.7 54.9  8.4 5.7 

強度設計値 10.7 13.7 11.5  2.8  

 

カラマツ 

圧縮 

強度 

(N/mm2) 

引張 

強度 

(N/mm2) 

曲げ 

強度 

(N/mm2) 

曲げ 

ヤング係数 

(kN/mm2) 

せん断 

強度 

(N/mm2) 

横圧縮 

強度 

(N/mm2) 

強 

度 

特 

性 

値 

試験体数 64 75 74 74 132 68 

平均値 51.0 139.5 93.3 11.2 11.4 15.1 

標準偏差 6.0 38.5 11.7 1.6 1.9 2.5 

変動係数（％） 11.8 27.6 12.5 14.2 16.6 16.3 

5th ％ile値 41.1 76.1 74.1  8.3 11.0 

強度設計値 15.6 12.2 15.6  2.7  

注：表中のデータは、含水率 14％、産地間の違いに対する補正がされていない値である。 
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① 今回提出したデータは、含水率 14％のときの値、また、産地間の違いに対する補正

をかけていない値であり、含水率 12％への調整による現在の試算値が幾分大きくな

る傾向があると考えられる。 

② 今回の試算の強度設計値から、現行の中国「木構造設計規範」に定められた木材強度

等級区分のルールに基づいてみれば、日本産スギ、ヒノキ、カラマツの強度等級は、

それぞれ「TC10」、「TC11A」、「TC15A」に相当するのではないかと推察している。 

③ 現行規範の中には、「TC11」より低い等級、つまり「TC10」という等級区分が設けら

れていない。スギのヤング係数が中国側の指示を受けた補正を行っても 7,000N/mm2

の可能性がある。今後、補正後のデータを踏まえ、場合によっては「TC10」などの新

設を提案したい。 

 

（３）中国側の指摘 

当協議会より提出したデータ、技術資料及び説明に対し、規範改定委員会の主要責任者ら

は次のように指摘した。 

① 現在の 14％含水率の値を 12％含水率の値に換算し、設計値の算出式の中のγ¡の値を

中国側の規定値（圧縮強度の場合＝2.6、引張強度の場合＝6.4、曲げ強度の場合＝4.2、

せん断強度の場合＝3.0、ヤング係数の場合＝1）を用いて再計算すること； 

② スギ、ヒノキ、カラマツのいずれの木材強度について、産地の蓄積量を重み付けして

力学的性能の産地間の差異性に対する補正を加えた結果を早期に提出すること； 

③ 特にスギの強度等級区分の扱いに関する日本側の③の提案、つまり「TC10」の新設は

基本的に避けたい。ただし、ヤング係数が低いため、その対応策を考える必要がある。

例えば、「TB11」ではヤング係数 7,000N/mm2を設定しているため、ヤング係数が低い

ことが新設を否定する理由にはならないとの考えもできる。いずれにせよ、再度提出

する結果について、双方は科学的根拠に基づいて知恵を出し合って検討して進めたい。 

 

４． 第 4回目（書面協議） 

規範管理委員会は平成 23年 3月 10日、前述した日中専門家会議に提出したスギ、ヒノキ、

カラマツの強度特性値、設計値の試算結果に対し、以下のような書面意見（訳文）があった。 

 

 

（訳） 

2011 年 3月 10日 

日本木材輸出振興協議会 殿 

貴協議会より 2 月 22 日付けで提出したスギ、ヒノキ、カラマツの構造用製材としての強

度特性値及び関連技術データ・資料について当国家標準管理委員会が審査した結果、その意

見は次のとおりである。 

1. 貴協議会による前述３樹種の構造用製材としての強度特性値と設計値の導出方法は、

わが国の規範の規定と合致している。わが国の規範の詳細な要求に基づき、提出した

強度データに対し、標準含水率 12％による補正及び各主要産地の森林資源量を重みと
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して力学的性能の産地間の差異性に対する補正を加えた結果を早期に提出すること

を期待したい。 

2. 当国家標準管理委員会は、貴協議会が正式に提出する前述３樹種の構造用製材として

の強度特性値と設計値等を踏まえ、わが国の規範に決められた強度等級に相応したス

ギ、ヒノキ、カラマツの強度等級を定め、中国「木構造設計規範」の関連条項に盛り

込むこととしたい。 

3. 貴協議会が、『中国「木構造設計規範」国家標準改定大綱』に従い、重点的に普通木

構造、製材の機械等級区分、耐震設計の要求と計算、伝統木構造建築、集成材構造等

関係内容に係る改定について研究されることを期待したい。 

 

「木構造設計規範」国家標準管理委員会 

主任 楊 学 兵 

 

 

以上の協議過程をみると、規範改定委員会は、「木構造設計規範」における日本産スギ、ヒ

ノキ、カラマツの３樹種の明記に対して前向きの姿勢を示してくれることが分かった。さら

に、これまでの協議を通じて、以上の中国側の指摘に従って再度データを解析、提出すれば

スギ、ヒノキ、カラマツの基準強度が得られるとの見通しを得たことが分かる。 

 

５－１－２ 意見交換の実施概要 

１． 第 1回目 

第 1回意見交換会は、平成 22年 11月 5日（金）9時 30分～11時 30分、北京市郊外にあ

る中国林業科学研究院木材工業研究所の会議室にて行われた（写真 5-3）。参加者は、当協議

会の趙、神谷、飯村の３名、中国側の「全国木材標準化委員会構造用材分技術委員会」の主

要メンバーら（木材工業研究所副所長 呂 建雄、前述委員会秘書長 周 海濱、副研究員 殷 

亜方、副研究員 王 朝暉、助理研究員 江 京輝の５氏）であった。 

 

 

写真５－３ 第 1回意見交換会 
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双方は今回の意見交換会において次のことについて意見を交わした。 

① 当方より、中国「木構造設計規範」に日本産木材の基準強度を盛り込んで欲しいこと、

そのためには、木材の強度特性値に関する審査、整理及び認可を担っている中国林業

科学研究院木材工業研究所に協力していただきたい旨述べた。 

② 当方からの「当規範にある中国国産材の基準強度が高すぎるのではないか」との質問

に対して、同規範は限界状態設計法（Limit State Design）を採用していること、基

準強度は無欠点小試験体による強度をベースとしていることがあるとの回答。 

③ 中国林業科学研究院では、製材のほかに、合板、集成材など各種材料規格の整備を進

めている。 

④ 中国側より、日本の木造住宅における枠組壁構法と軸組構法の市場占有率、軸組構法

における製材と集成材の市場占有率、集成材が好まれる理由等について質問があった。

中国は小断面集成材の生産に興味がある模様である。 

 

２． 第 2回目 

第 2回意見交換会は、平成 22年 11月 8日（月）15時～16時 30分、四川省成都市郊外に

ある成都世紀城 Holiday Inn の会議室にて行われた。参加者は、当協議会の趙、神谷、飯村

の３名、中国側の「木構造設計規範」国家標準管理委員会の主任 楊 学兵、前主任 龍 衛

国14、同規範技術責任者 王 永維の３氏であった。 

同日開催された規範改定委員会第 2回会議の閉会直後に開かれたこの意見交換会は、楊主

任を始め改定委員会の主要メンバーとの個別会議であった。この個別会議において、当協議

会の提案した要望の達成に向けての方法論、データ整備などについて、次のとおり具体的か

つ 率直な意見を交わした。 

① 『中国「木構造設計規範」への日本産スギ、ヒノキ等樹種の明記』について： 

 日本側は、スギ、ヒノキに関する強度試験データの平均値と標準偏差及び試験方

法に関する資料を早期に提出する必要がある。 

 改定委員会は、中国の強度換算ルール等に基づいた日本側のデータを検証し、検

証結果を日本側に連絡する。場合によっては中国林業科学研究院との連携で進め

る。 

 検証により日本側のデータが使える（換算できる）ことになれば、データ解析な

どの作業を始める。 

 検証により、データが揃っていないと結論されれば、事後の対応策を共同で考え

る。 

 中国「木構造設計規範」の表 4.2.1-1（針葉樹木材適用強度等級表）と表 4.2.1-3

（木材の強度設計値とヤング係数表）における現行の強度等級区分の中に、より

低い区分を追加するか、必要に応じて検討する。 

 スギ、ヒノキを利用した典型的な建設事例を含め、関係資料も併せて提出する必

要がある。 

 日本産スギ、ヒノキの明記要望関連事項や作業について、平成 23年 2 月～3 月に

                                                
14 中国建築西南設計研究院院長 
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ワーキングチームの役割を担う日中専門家会議を中国国内で開く。 

② 『中国「木構造設計規範」における軸組構法の盛り込み』について： 

 日本における軸組構法の歴史、利用現状、典型的な建設事例、設計方法の概略な

どを提出してもらいたい。 

 「集成材構造技術規範」国家標準との関連で、集成材の JAS 関連情報や協力も欲

しい。 

 

３． 第 3回目 

第 3回意見交換会は、平成 22年 11月 10 日（水）13 時 30分～15時 30分、上海市内にあ

る同済大学土木工程学院の会議室にて行われた。参加者は、当協議会の趙、神谷、飯村の３

名、同済大学の何 敏娟教授、同済大学建築設計研究院の何 桂栄の２氏であった。 

意見交換会において、当方は、中国「木構造設計規範」に日本産スギ、ヒノキ等の樹種を

盛り込んで欲しいこと、そのためには、規範改定委員会の主要メンバーである何（敏娟）教

授のご理解、ご協力をぜひお願いしたいとの意を表した。これに対し、できる限りの協力を

したいとの返答をいただいた。 

その後、何教授に日本の建築基準の構造設計の体系の概略を説明したが、既に熟知してい

るようであった。何教授は構造等が専門であるが、木造についてもよく理解しており、中国

における木造の将来の発展のキーパーソンとなろう。 

 

４． 第 4回目 

前に述べたように、第 2回意見交換会（平成 22年 11 月 8日、成都）において、規範改定

委員会より、当協議会が提出したデータについて中国の強度換算ルール等に基づく検証を中

国林業科学研究院と連携して進めることがあるとの指摘があった。また、第 2回ワーキング

会議（平成 22年 12月 20日、東京）では、平成 23年 2月頃開催予定の日中専門家会議に提

出すべきスギ、ヒノキ、カラマツの強度設計値等の試算結果を早期に進める必要があり、こ

のために中国林業科学研究院に対し、日中両国の試験方法の同異や強度設計値の試算・評価

方法についての情報提供及び協力を要請する

必要があると指摘された。 

こうした指摘や必要性を踏まえ、当協議会は

平成 23 年 1 月 23 日（日）14 時 30 分～16 時

30 分、第 4 回意見交換会を北京市にて開催し

た。参加者は、日本側の趙、神谷、長尾の３名、

中国側の中国林業科学研究院木材工業研究所 

呂 建雄（副所長）、任 海青（研究員）、殷 亜

方（副研究員）、徐 偉濤（副研究員）、江 京輝

（助理研究員）の５氏であった。         写真５－４ 第 4回意見交換会 

双方は今回の意見交換会において、以下のことについて意見を交わした。 

① 『中国「木構造設計規範」の内容』について： 

 構造用製材の等級区分法：上記規範では、構造用製材（角材）、構造用製材（板材）、

枠組壁構法用製材の３種類の等級区分法は示されているが、北米の規格を参考に
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作成された枠組壁構法用製材を除く 2 種類については、今後改正される可能性は

ある。 

 同規範の表 4.2.1‐3に与えられている強度とは： 無欠点小試験体による強度デ

ータから算出された強度値。実大材の強度試験はこれから本格的に開始する予定

であるため、強度データはほとんどない状況である。表に示された強度値の誘導

方法については、安全係数や強度比の具体的な数値（応力別）を含め、「設計手引」

に示されている。なお、本強度値は荷重継続期間を 50年と設定されており、一般

的な強度特性値ではなく、日本の長期許容応力度相当と考えられる。これらの強

度値は、用途によって決められた等級の品質基準に基づいて区分された製材の設

計強度。ここで、用途によって決められた等級とは、Ⅰaが「引張り部材あるいは

曲げ引張り部材」、Ⅱaが「曲げ材あるいは曲げ圧縮部材」、Ⅲaが「圧縮部材ある

いは二次曲げ部材」を表している。なお、添え字 b の場合は集成材、添え字 c の

場合は枠組壁構法用製材を表す。 

② 「日本の構造用製材の基準強度の標準含水率、標準寸法」について： 

 標準含水率については、日本では 15％、中国では 12％となっている。また、標準

寸法については、基準強度の算出において寸法は統一されていないため、寸法調

整係数は採用されていない。ただし、強度データが得られた試験体の材せいの平

均値は約 150mm 程度である。なお、スギの曲げデータから導き出した寸法調整パ

ラメータはおおよそ 0.2（材せい変化による荷重スパンの増加も考慮）であった。

したがって、現在、データベースの取りまとめでは、その寸法調整係数によって

標準寸法 150mm にされていると考えられる。 

なお、意見交換会の休憩中に、当協議会の趙は電話で規範改定の技術責任者の王 永維氏

の助言を聞いた。上記の議論及び王氏の電話での助言を踏まえ、日中専門家会議までに以下

の資料を準備することとした。 

・ 無欠点小試験体の強度データ（曲げ、縦圧縮、縦引張り、せん断、めり込み試験の部

分） 

・ JAS規格に対応した基準強度及び現在のデータベースから算出される強度特性値 

・ 中国の構造用製材の等級区分に従った実大材データの取りまとめ(データベースを利

用) 

・ JIS Z2101の翻訳（同上） 

・ JAS規格の翻訳（構造用製材の品質基準の部分） 

・ 構造用木材の試験方法（日本住宅・木材技術センター）、木質構造限界状態設計法指針

案（建築学会）試験方法の翻訳（両者の試験方法は同一、曲げ・縦圧縮・縦引張試験

の部分のみ） 

 

５． 第 5回目 

平成 23 年年 2 月 23 日午後、当協議会の趙課長は、規範管理委員会の主任 楊 学兵、技

術責任者 王 永維の２氏と、成都市内のチベット飯店にて次の事項について意見を交わし

た。 

① 楊主任より、中国「木構造設計規範」にある樹種表になければ、如何なる樹種でも構
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造用として使うことはできず、日本産樹種を中国国内で構造用として使用するために

は、この樹種表に入れる必要がある。規範管理委員会は、中国規範におけるスギ、ヒ

ノキ、カラマツの明記に関する日本側の要望を十分に理解している旨述べた。 

② 王氏より、中国「木構造設計規範」においては、試験片の含水率が 12％でなければ

得られた強度データが含水率 12％の条件下の値に調整しての換算といわゆる含水率

補正、また 1樹種の木材試験片の採取場所が複数の場合は産地の蓄積量を重み付けし

て強度データの統計処理といわゆる産地補正を行った上で該当樹種の木材の強度デ

ータを評価し、強度等級区分を決めるといったルールになっている。北米材を同規範

に取り入れた際にも同様のルールに基づいて必要な評価を行った。従って、当協議会

に対し、日本側の提出データにも同様のルールを適用する必要があると理解を求めた。

ちなみに、北米材を樹種表に盛り込んだときは、17人のスタッフが半年がかりで ASTM 

D 2555規格15をベースとして整理したとの説明もあった。 

③ 趙より、中国「木構造設計規範」の構造用木材樹種表にスギを追加する際の強度区分

について前日に論議したが、スギのヤング係数が「TC11」の 9,000N/mm2 より小さい

ことを踏まえ、「TC11」等級を現行の A、Bという 2組（9,000N/mm2の組）の区分から、

さらに C組（7,000N/mm2の組）を加えて 3組の区分にする方法を取るか、現行の等級

区分に「TC10」等級区分を新設する方法を取るか、又は別の方法を考えられるか、楊

主任を始め規範管理委員会・改定委員会に検討していただきたい旨重ねて求めた。こ

れに対し、楊、王の２氏は、まず強度等級分類案を作成し、「TC10」の新設、「TC11C」

の設定、「TC11B」に但し書きを付け加えるといったいくつかの提案ができるのではな

いかと考えられると前向きの対応策を示してくれた。 

④ 楊、王の２氏は、今後、中国も軸組構法、機械等級区分を本格的に導入したいという

意向を示し、次のことについて日本側に協力してもらいたいという要請があった。さ

らに、双方は今後の協力のあり方、内容について協議した。 

 軸組構法を盛り込むに当たり、軸組構法の特徴と概要に関する資料、日本の

耐震設計資料を提供していただきたい。 

 伝統構法や文化財クラスの耐震設計資料を提供して頂きたい。 

 製材の機械等級区分について、日本国内の実施状況等を視察したい。 

 

規範管理委員会を始め規範改定関連機関の専門家らは、以上の意見交換を通じて、日本産

木材についての認識を深め、日本側の協力要望に対し好意を示してくれた。本事業の目標の

最終達成に向けて、中国側関係専門家ら、特にオピニオンリーダーとのこのような意見疎通

及び働きかけを続けていくことが重要であると認識している。 

 

５－２ 意見交換・協議を支援する日本産木材説明会の開催 

当協議会は、中国側との意見交換・協議に対する支援、中国の方々に日本産木材を的確に

認知してもらうことを図るため、スギ、ヒノキ等日本産木材の特徴や利用技術を紹介する「日

                                                
15 米国試験材料協会が策定・発行した規格：Standard Practice for Establishing Clear Wood Strength 

Values（無欠点試験体における木材の強度値を確立するための標準的実施方法） 



 
 

-48- 

 

本産木材説明会」を 10月 29 日（金）に北京市で開催した。 

なお、日本側の参加者（12 名）及び中国側の参加者（61 名）並びに実施日程は、それぞ

れ表 5-2、付属資料 B、表 5-3のとおりである。 

 

 

表５－２ 日本産木材説明会の日本側参加者 

氏 名 所属先 職 名 備 考 

末松 広行 林野庁 林政部長 行政 

池渕 雅和 〃 木材利用課長 〃 

牛尾   光 〃 木材専門官 〃 

佐竹 健次 日本国在中華人民共和国大使館 経済部参事官 〃 

松本 直也 〃 二等書記官 〃 

岡野  健 NPO木材・合板博物館 館長 東京大学名誉教授 

安村  基 静岡大学 教授  

邱

チュウ

 祚

ゾウ

春

シン

 越井木材工業株式会社 中国市場開拓室長 企業 

島田 直人 ミサワホーム株式会社 MJ-WOOD推進室長 〃 

王
オウ

  世琦
セキ

 〃 国際室担当課長 〃 

小合 信也 日本木材輸出振興協議会 事務局長 事業担当事務局 

趙  川 〃 業務課長 〃 

 

 

表５－３ 日本産木材説明会等実施日程 

月日 場 所 主要活動 主要面談者 

10月 

27日（水） 

東京成田→

北京 

 

出国（趙） 

 

 

28日（木）  

 

 

 

 

 

 

 

事前準備・打合せ

（趙） 

王 江（中国住宅城郷建設部住宅産業化促進

センター・日本産木材説明会担当者） 

中国国家林業局訪

問、同国際協力司等

との意見交換・協議 

（林野庁林政部長

ほか 4名） 

劉 立軍（国家林業局対外協力プロジェクト

センター 副主任）、付 建全（同 計画・

資金管理司渉外経済処 処長）、王 驊（同 

国際協力司 プロジェクト担当官）、石 峰

（中国林業産業協会 副秘書長） 

東京成田→

北京 

出国（岡野、安村、

小合） 
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29日（金） 北京市 中国林業科学研究

院訪問、意見交換、

同研究院木材工業

研究所施設調査 

陳 幸良（国家林業局林産品国際貿易研究セ

ンター 主任）、陸 文明（中国林業科学研究

院国際協力処長）、呂 建雄（同研究院木材工

業研究所 副所長）、周 海濱（副研究員）、

殷 亜方（同）、王 朝暉（同）、趙 栄軍（同）、

江 京輝（助理研究員） 

「日本産木材説明

会」開催 

劉 燦（中国住宅城郷建設部住宅産業化促進

センター 主任）、蘇 金玲（国際木文化学会 

主任）等 

意見交換会 楼 乃琳（中国住宅城郷建設部住宅産業化促

進センター 処長）、劉 美霞（同 副処長）、

王 江（前出）等 

30日（土） 北京市 木造施設等調査（台

風でフライトキャ

ンセルのため） 

 

31日（日） 北京→東京

成田 

帰国（岡野、安村、

小合、趙） 

 

 

１． 日本産木材説明会の開催 

（１）開催概要 

中国の木材・建築関係事業者、研究者、行政担当者、マスコミ等 61 名を対象に、表 5-4

に示した要領で「日本産木材説明会」を開催した。開催状況は写真 5-5に示すとおり。 

なお、現地のニーズに対応し効果的な PR を図るため、説明会のタイトル、サブタイトル

をそれぞれ「日中低炭素エコ住宅産業化技術シンポジウム」、「日本産木材説明会」とした。 

ちなみに、協力機関である中国林業科学研究院木材工業研究所 副所長の呂 建雄博士を

説明会のコーディネータに依頼し、オピニオンリーダーとしての影響力の波及を図った。 

 

表５－４ 日本産木材説明会開催概要 

会期・会場等 

会 期 平成 22年 10月 29日（金） 13:30～16:30 

（第 9回中国国際住宅産業博覧会の開催期間内） 

会 場 北京展覧館（北京市西城区西直門外大街 135号）3階 4号会議室 

主 催 日本木材輸出振興協議会 

 

協 力 

中国国際住宅産業博覧会組織委員会 

中国林業科学研究院木材工業研究所 

国際木文化学会 

後 援 

日本国農林水産省 

日本国在中華人民共和国大使館 

中国住宅城郷建設部住宅産業化促進センター 
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テーマ 「日本産木材と木造技術」 

プログラム 

13:30-13:35 

13:35-13:40 

13:40-13:45 

開会挨拶：日本木材輸出振興協議会事務局長 小合 信也氏 

来賓挨拶：１．中国住宅産業化促進センター主任 劉 燦氏 

２．日本国在中華人民共和国大使館参事官 佐竹 健次氏 

 

13:45-14:15 

14:15-14:45 

 

 

14:50-15:20 

講 演： 

１．日本の森林・林業・木材利用（林野庁林政部長 末松 広行氏） 

２．Sugi and Hinoki, Best wood for house construction in Japan 

（NPO木材・合板博物館館長 岡野 健氏） 

休憩（14:45-14:50） 

３．日本における木造建築の展開 （静岡大学教授 安村 基氏） 

 

15:20-15:50 

15:50-16:20 

利用事例紹介： 

１．木質軸組金物構法住宅について （ミサワホーム株式会社） 

２．高耐久新素材 （越井木材工業株式会社） 

16:20-16:30 質 疑 

 

 

 

 

写真５－５ 「日本産木材説明会」の開催状況（１） 
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来賓挨拶（劉主任）     来賓挨拶（佐竹参事官） 

   

末松林政部長の講演     岡野館長の講演       安村教授の講演 

  

ミサワホームの事例紹介   越井木材工業の事例紹介 

 

写真５－５ 「日本産木材説明会」の開催状況（２） 
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参加者の活発な質問    末松林政部長による回答   越井木材工業による回答 

 

写真５－５ 「日本産木材説明会」の開催状況（３） 

 

 

（２）講演・紹介内容の概要 

来賓の挨拶において、中国住宅城郷建設部住宅産業化促進センター 劉主任は、「日本の

木造建築の産業化技術が進んでいることから、今後、中国の建設行政による低炭素エコ住宅

としての木造住宅の推進を強化していく中で、日本の役割に期待したい」旨の発言があった。 

続いて日本国在中華人民共和国大使館 佐竹参事官は、尽力いただいた住宅産業化促進セ

ンター、木材工業研究所、国際木文化学会に対し感謝の意を表し、これまで日中両国の様々

な分野の交流と協力を通じて培った良好な関係をもとに、木材・建築分野の交流と協力の拡

大を期待したい旨の挨拶があった。 

講演の部では、末松講師は、わが国の森林面積、蓄積、主要樹種、人工林の現状及び木材

需給の状況を説明した後、スギ、ヒノキ等国産材を利用した木造校舎、老人ホーム、官舎の

事例を紹介し、木材利用の教育環境形成効果並びに公共建築物等における木材の利用の促進、

森林・林業再生プランの推進に関する政策要点をアピールした。 

岡野講師は、スギ、ヒノキ木材の特徴を説明後、建築資材としての耐久性の重要さを訴え、

試験的、実践的に実証された、スギ、ヒノキが日本の自然条件に合った優れた耐久性を持つ

住宅資材であることをアピールした。 

安村講師は、スギ、ヒノキ等木材を使った大規模建築物の事例を紹介し、環境貢献におけ

る木造建築の有効性、日本の木造技術の高さを訴えた。 

日本産木材の利用事例の紹介では、ミサワホーム株式会社は、動画を交えながら木質軸組

金物構法の特徴、工程及び制震装置を紹介し、短工期で造られる高い防火性能や断熱性能の

ある住宅の産業化技術を丁寧に解説した。 

越井木材工業株式会社は、自社のスギ、ヒノキ等木材の利用事例を紹介し、特に高耐久性

の防腐木材製品シリーズと技術を PRした。 

最後に、講演・紹介内容に対し、参加者からは日本産木材の輸出可能量、スギ・ヒノキの

耐久性などについて活発な質問が寄せられた。 

なお、講師らの講演内容の詳細は、付属資料 Cのとおり。 
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（３）説明会参加者に対するアンケート調査 

中国側の参加者 61 名に対し、参加目的、説明会に対する満足度、日本産木材と木造技術

に対する評価や意見などについてアンケート調査を行った。48名から得た回答結果は、付属

資料 Dのとおり。 

当協議会は、このアンケート結果を輸出向け製品の開発、販路開拓、宣伝活動に活かされ

ることを図るため、当協議会のウェブサイト（www.j-wood.org）や事業実施報告書の配布

により、輸出意欲のある国内の事業者や自治体などに提供している。また、必要に応じて、

このアンケート結果をもとに説明会の参加者や中国「木構造設計規範」国家標準管理・改定

に携る方々を始め中国の関係者に対する情報提供、相談、助言などのフォローアップを行っ

ている。 

 

２． 説明会の開催に合わせた広報活動 

「日本産木材説明会」の開催効果や国産材の認知度を高めるため、説明会の開催に関する

事前告知記事、事後報道記事の掲載及び説明会開催状況のインターネット配信などのプロモ

ーションを行った。 

（１）事前告知記事 

付属資料 Eの１に示した記事を事前に掲載し、日本産木材説明会の開催の事前案内及び日

本産木材や木造技術の良さなどについての紹介を行った。 

また、これらの告知記事は、建築、建材関係の中国語ウェブサイトを始め様々なウェブサ

イトに転載された。 

 

（２）事後報道記事 

付属資料 E の２に示したように、「中国緑色時報」（国家林業局機関紙）、「中国林業」（中

国林業業界誌）、「林産工業」（中国木材加工業界誌）、「消費日報」（中国の消費に関する日刊

紙）、「今日木材網」（「木材実験室網」運営：中国の木材研究者・教育者・技術者を対象とす

るウェブサイト）などのメディアによる日本産木材説明会の開催状況の取材や事後報道を通

じて、日本産木材に関する広報活動を行った。 

また、上記の事後報道内容についての転載や２次的な評論文章もあった。 

 

（３）インターネット配信 

説明会の参加者以外にも多くの人々に日本産木材について知ってもらうため、国際木文化

学会が収録、編集した日本産木材説明会の開催様子、講演内容などを知名度の高いウェブサ

イト（cn.wood.info）にアップロードし、簡単に閲覧できるインターネット配信（付属資

料 Eの３）を行った。 

前述の記事報道やインターネット配信が開始されてから約１ヵ月の間に、以上の１次的な

PR 効果のほか、２次的な PR 効果も出始めた。一例として、「韶関市建設・不動産情報網」

（www.sgjsj.gov.cn/）により転載された「日本産木材説明会開催」記事のアクセス数が、

10月 29日～12月 7日までだけで 469回に達していることが挙げられる。このような記事の

掲載や配信の期間はまだ短いため、現在、２次的な PR効果は１次的な PR効果よりまだ多く

ないものの、インターネットによる情報伝達には大きな増幅効果があることから、２次的な
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PR効果は、今後、より顕著になると期待される。 

 

３． 中国関係者との意見交換 

日本産木材説明会の開催に合わせ、当協議会は林野庁の訪中団に同行して、中国の国家林

業局国際協力司との意見交換（10 月 28 日午後）、中国林業科学研究院との意見交換（10 月

29日午前）に参加したほか、中国住宅産業化促進センターとの意見交換（10月 29日の説明

会の開催後）を行った。 

国家林業局国際協力司との意見交換では、日本産木材の対中国輸出の拡大促進並びにこれ

に関する協力強化の日本側の要請に対し、国家林業局側より協力に向けて努力したい旨の回

答があった。 

中国林業科学研究院との意見交換では、日本産木材の対中国輸出の拡大促進を図るための

研究などの共同取組を行いたい旨の提案に対し、中国林業科学研究院より前向きに具体的に

論議し、早期に共同研究や共同セミナーの実施を進めたい旨の回答があった。 

中国住宅産業化促進センターとの意見交換では、日本の木造建築の実状や性能表示・認証

についての質疑を行ったうえ、中国における日本産木材の利用促進に関する日本側の協力要

請に対し、中国住宅産業化促進センターより今日の説明会の開催を含むこれまでの協力を踏

まえ、日本側との連携を取りながら、建築における日本産木材や技術の利活用に取組みたい

旨の回答があった。 

 

 

 

写真５－６ 中国林業科学研究院との意見交換 

 

４． 主な実施結果 

日本産木材説明会の開催などの実施により、以下の成果があった。これらの結果は、本事

業の目標達成に資するものであったと見られる。 
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（１） 中国国内の建築、建材関連の企業、研究・教育、マスコミ関係者の 61名を対象に、

日本産木材説明会を開催し、日本産木材の特徴や利用技術を紹介した。参加者に

対するアンケートから、次のことが分かった。 

① 「役に立った」、「内容に満足している」と評価している参加者は、9 割以上

であること 

② 中国における日本産木材利用の推進価値の有無について、「分からない」と

「なし」の回答者が合わせて 5割を超えており、その理由に 51％の回答者が

「中国の規範に日本産木材がまだ認められていない」、36％の回答者が「コ

ストパフォーマンスがよくない」を選択したこと 

③ 9割以上が木現し、プレカット技術の推進価値が高いと認識していること 

（２） 前述の説明会の開催に合わせた事前告知、事後報道、インターネット配信などの

広報活動により、日本産木材や木造技術に対する認知は向上されている。 

（３） 中国における今回のようなメッセージ発信や関係機関との意見交換などの実践的

な取組みは、本事業の目標を達成する上で重要である中国「木構造設計規範」改

定関連機関との意見交換・協議に寄与すると考えられる。 
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６．普及啓発の実施 

 

本事業の輸出課題を共有する産地・事業者を含め、国民の方々に対し、調査・研究により得

られた結果、規範管理委員会・改定委員会との意見交換・協議の結果、課題解決に向けての

実践的な取組状況などの情報を提供するため、事業成果報告会の開催、報告書の作成・配布、

関係情報の公開・提供などの普及啓発活動を行い、事業実施効果の最大化及び情報の共有化

に努めた。 

 

６－１ 事業成果報告会の開催 

１． 開催概要 

本事業の成果報告会は、平成23年3月15日（火）に東京都文京区内にて、表6-1に示した要

領で開催された。開催状況は写真6-1に示すとおり。 

 

表６－１ 事業成果報告会開催概要 

会期・会場等 

会 期 平成 23年 3月 15日（火） 15:30～17:30 

会 場 東京都文京区 白王ビル 2階会議室 

主 催 日本木材輸出振興協議会 

プログラム 

15:30-15:35 開会挨拶：日本木材輸出振興協議会 小合事務局長 

 

15:35-16:10 

 

 

 

16:10-16:40 

 

 

16:40-17:10 

実施状況報告及び質疑： 

１．中国「木構造設計規範」国家標準に対応した 

国産針葉樹の強度設計値の導出 

報告者：独立行政法人 森林総合研究所 

主任研究員 加藤 英雄氏 

２．中国「木構造設計規範」国家標準へ軸組構法を盛り込む方法について 

報告者：独立行政法人 森林総合研究所 フェロー、 

セイホク株式会社 技師長 神谷 文夫氏 

３．中国への国産材輸出拡大のために本当になすべきことは何か 

報告者：越井木材工業株式会社 

中国市場開拓室長 邱
チュウ

 祚
ゾウ

春
シン

氏 

17:10-17:15 来賓挨拶：林野庁木材利用課長 池渕 雅和氏 

 

17:15-17:25 

実施状況報告： 

４．本事業の取組状況と今後の展開について 

報告者：当協議会業務課長 趙 川氏 

17:25-17:30 アンケート調査、閉会 

 

なお、開催当日は超巨大地震の東北地方太平洋沖地震直後であり、参加者の人数は、参加

申込者81名に対し、参加者22名にとどまった。 
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写真６－１ 事業成果報告会の開催様子 

 

ちなみに、参加できなかった申込者に対し、ウェブサイト（www.jawic.or.jp/file/）を通

じて、報告会の報告内容（付属資料 F）を含め関連資料の提供に努めた（図 6-1）。 

 

 

図６－１ 事業成果報告会資料のウェブ配信 
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２． 実施状況報告の概要 

来賓の挨拶において、林野庁木材利用課 池渕課長は、「今回の未曾有の地震、そして大

津波による被災地の復旧・復興に向けて全力で木材の安定供給に取り組まなければならない。

一方、国産材の輸出は、中長期の観点から推進すべき課題。本日の報告会のテーマである、

中国「木構造設計規範」国家標準における日本産木材の利用同等性の確立は、中国向け国産

材の輸出にとって最も重要な課題の１つであり、この課題の解決によって国産材の輸出の飛

躍的な拡大が期待される。今後とも官民一体でこの課題の解決及び国産材の輸出促進に取組

んで参りたい」旨の発言があった。 

実施状況についての報告では、加藤氏は『中国「木構造設計規範」国家標準に対応した国

産針葉樹の強度設計値の導出』について、神谷氏は『中国「木構造設計規範」国家標準へ軸

組構法を盛り込む方法』について、邱氏は「中国への国産材輸出拡大のために本当になすべ

きことは何か？」について、趙氏は「本事業の取組状況と今後の展開」について、それぞれ

報告された。４氏の報告内容は以下のとおり。 

（１）加藤氏の報告内容16 

森林総研の加藤です。報告の前に、今回の震災に遭われました方をはじめ、そのご家族、

関係者に対しまして、謹んでお見舞い申し上げます。一刻も早く立ち直れますよう、できう

る限りの協力をしたいと思っております。 

まず、今回の震災は既に皆さんご存知の通り、未曾有の被害を広範囲に及ぼしました。私

が住む茨城県南地域も例外ではなく、気象庁の発表によれば、震度６強ないし弱という地震

の規模でした。地震直後に職場や自宅周辺の様子を見て回ったのですが、戸建住宅には、屋

根瓦の崩落や外壁の破損が結構ありました。また、インフラにも被害が出ておりまして、道

路施設の破損、具体的には、路面に亀裂や段差が生じたり、道路のアンダーパスに使われて

いるコンクリートブロックの擁壁が傾いたりしていました。また、送水設備の破損、これに

ついては、送水管からの漏水を確認することができました。そのため、ここ関東と同じ地域

なのですが、尐し北に位置する茨城県南地域では、今なお断水状態が続いています。 

さて、私は森林総研の材料接合研究室に勤めており、普段から木材の強度評価に関する仕

事に取組んでいます。この手の仕事は何を目的にしているのかいうと、今回の地震にあって

改めて分かったのですが、結局すべては安全・安心のために取組んでいるということだと思

います。ここでいう安全・安心とは、具体的にいうと自然災害や人災に対する設計というこ

とになります。そして、自然災害に対する設計とは、例えば、地震力に対する設計があり、

それには、耐震設計、免震設計、制震設計といったものが挙げられます。また、人災に対す

る設計とは火災に対する設計があり、それには耐火設計というものがあります。 

ところで、こういった設計には各国で規格基準が定められておりまして、木造建築に関す

る規格基準としては、日本の場合、建築基準法というものがあります。また、中国の場合に

は、「木構造設計規範」というものがあります。これは、日本の建築基準法に相当するもの

と言えます。 

本事業の目的でありますが、まず日本の国産樹種を構造材として中国国内で使用できるよ

うにするということがあります。そのためには、中国の「木構造設計規範」に日本の樹種を

                                                
16 これは、報告会における同氏の報告のままを掲載したものである。 
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盛り込む必要があるのですが、それには科学的根拠のデータが必要です。そのデータは、今

回森林総研のデータを利用するということで取組んできました。ですので、この点について

これから報告していきたいと思います。 

まず、日本の国産木材を構造材として中国国内で使用できるようにするために何が必要か

というと、既に説明したように「木構造設計規範」に日本の樹種を盛り込む必要があるので

すが、具体的にいうと設計規範には樹種表というものがありまして、この表に日本の樹種が

明記される必要があります。なぜかというと、この規範ある樹種表にない樹種は、どんなに

優れた良い木材であったとしても、例えばヤング係数が高いとか、どんな木材よりも強度が

優れているといっても、中国国内で構造用として使うことは決してできません。ですので、

この樹種表というのに日本の国産材樹種を入れなければ、中国国内で構造用として使用する

ことは絶対出来ないということになります。 

これがその設計規範にある樹種表ですが、どういった特徴があるかというと、まず針葉樹

と広葉樹とに分けて作られています。また、表には強度等級というのがあり、それに示され

た数字は何かというと、曲げ強度の設計値を表しています。それから、樹種表は漢字で木材

の樹種を表していますから、「杉」とか「松」とかいう私たちでも分かる漢字が表のあちこ

ちで見つけることができますし、そうするとこの事業の目的である日本の国産樹種をこれに

盛り込むというのは、あくまで直感ですが、いけそうだなとちょっと楽観的に考えたりもし

ているというのが本音です。 

ここで、これまでの経緯を尐し説明したいと思います。中国側との第１回目の打合せを今

年１月に、第２回目を今年２月に行いました。これから報告する内容は、第２回目のものが

中心です。第２回目の主な打合せは、2月 22日に中国建設西南設計研究院有限公司の会議室

で、日本側がこの後講演される神谷さん、宮崎県木材利用技術センターの飯村さん、輸出振

興協議会の趙さんと私の４名で、中国側が中国の「木構造設計規範」管理委員会の王先生と

楊先生でした。 

打合せでは、最初に中国における木材強度設計値の誘導方法について、王先生から説明頂

きました。まず、強度試験については、中国規格の GB1927-1943-91 の木材物理力学試験方

法を採用しているということで、これは、ISO3133 と同じということでした。また、この試

験で得られた強度データを含水率 12％に調整して評価するとのことで、これが木材強度設計

値を誘導するためのベースになるということでした。 

次に、「木構造設計規範」の樹種表を作成したときの経緯について説明がありました。こ

れは、森林総研に相当する中国林業科学研究院というところが整理した 283樹種を対象にし

たということです。なお、このデータは、中国主要樹種木材物理力学性質という本にまとめ

られているそうです。さて、まず対象とした 283 樹種の中から建築材料として用いられてい

る 80 樹種に絞り込みを行い、更にこれらの 80 樹種を 24 のグループに分けたそうです。そ

して、１樹種のサンプル場所がいくつかあったときは、その樹種のサンプル場所の蓄積量を

重み付けした統計処理をするということでした。この産地量を考慮する考え方は、私にとっ

てすごく新鮮でなるほどと思いました。 

中国では既に枠組壁構法が導入されている訳ですが、ちなみに中国では枠組壁構法のこと

を「軽型木構造」と表すそうですが、導入の際には、中国の樹種と同じような方法で、北米

材を規範の樹種表に反映させたそうです。このときもやはり、探知の生産量に併せて重み付
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け平均して統計処理をしたそうです。なお、この作業をするに当たり 17 名のスタッフが半

年がかりで D2555をベースに整理したそうです。ちなみに、日本の場合、２から４名程度で

この作業を急ピッチでしているのですが、後発という意味では既にレールがあるような感じ

ですので、比較的スムーズに進めることができていると思います。 

ところで、木材強度設計値を誘導するには、設計規範を読み解くだけでは実はできず、「木

構造設計規範」の解説書というべき、「木構造設計手引」第 3 版を紐解く必要がどうしても

あります。これが、その表紙ですが、この中には、もちろん木構造の記述があるわけですが、

その目次を拾うと、木材の力学的性質や基本設計規定といった基本的事項が勿論ありますし、

普通木構造、集成材構造、これは構造というよりも、どちらかというと製造や部材設計とい

った方が適当かもしれませんが、あと軽型木構造といった構法別にまとめてある解説書とい

うか、手引になっています。 

この中には、木材の強度設計値とヤング係数について定めた表がありまして、もちろんこ

の表は設計規範の中にもありますが、誘導した木材強度設計値がどの値を満足しているかに

よって、強度等級が決定する仕組みになっています。では、どうやって木材強度設計値を誘

導し確定するかというと、先に説明しました含水率を 12％に調整した強度の統計値に対して、

寸法や欠点などの様々な影響を考慮した係数を更に掛けることで確定することができます。

その際、応力ごとにその係数は違っていまして、「圧」というのは繊維平行方向の圧縮で 2.6、

「拉」というのは繊維平行方向の引張りで 6.4、「弯」というのは曲げでして 4.2、「剪」と

いうのは日本語でも同じでせん断ですが 3.0、「弾性模量」といのはヤング率で 1.0という係

数になっています。それから含水率の係数についても、応力ごとに違っていまして、これに

ついても含水率換算係数 aとして係数が定められています。 

このような係数を強度の値にかけることで、木材強度設計値を誘導して樹種表に対応でき

るようにしていく訳ですが、そのために今後しなければならない対応方針として、次の作業

をする必要あります。①資料作成にあたっては漢字表記を基本とし、アルファベットを用い

るときは、設計規範にある記号にあわせる。②作成する資料は、打合せ時に示された表 1と

している力学性質表をまず作成する。③続いてこの表１を元にして表２としている標準値の

表を作成する。④そして最後になりますが、表２を元に表３としているフォーマットに従っ

て、スギ、ヒノキ、カラマツの強度等級分類案を作成するということになっています。この

作業をすることで、ようやく日本の国産材樹種を設計規範の樹種表に対応させるための検討

ができるようになります。 

さて、これらのことを踏まえて、事前にある程度予備的な検討をしているところですが、

スギを樹種表に盛り込む際ヤング係数の扱いをどうするかというのが、どうしても避けて通

ることができないことでした。どういうことかというと、スギのヤング係数の平均値は樹種

表の数値と比べるとどうしても低いので、スギのヤング係数の取扱いにはちょっと工夫が必

要ということになります。これは、中国での打合せのときにも話題となり、そのとき、王先

生の考え方としては、強度等級の新設は基本的に避けたいが、スギのヤング係数が低いとい

うことに何らかの対応策を考える必要があるということでした。つまり、低いからだめとい

うことではなく、つまり、TB11 の強度等級のヤング係数は 7,000MPa ですし、スギの値はこ

れを満足できますから、スギのヤング係数が低いということが樹種表に盛り込めない理由に

はならないということです。ですので、まずはきちんと強度設計値を誘導して、その値から
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TC10 の新設、TC11C の新設、TC11B に但し書きを付けるといったいくつかの提案をすること

で対応していきたいと考えています。 

最後になりますが、今後の展開として機械等級区分について簡単に説明したいと思います。

設計規範には、これまでにお話しした樹種表の他に既に機械等級区分についての強度設計値

が定められています。また、打合せのときにも、将来的には機械等級区分を本格的に導入し

ていきたいということのようでした。強度設計値はすでに定められていますし、その対応関

係も示されていますから、まんざらでもないと思います。ただし、対応関係が示されてはい

ますが、北米やニュージーランドやヨーロッパの規格をそのまま当てはめているようにも見

えます。ですので、今後機械等級区分の導入や検討が、更に具体化されていくのではないか

と思います。というのも、中国側から製材の機械等級区分について、日本国内の実施状況を

視察したいという要望が出されていることも、そのことが伺えるのではと思います。 

 

（２）神谷氏の報告内容17 

こんにちは、神谷でございます。先ほど加藤さんから詳細があったように、日本産の樹種

を認める交換条件というわけではないですが、中国側から要請がありました。軸組構法の耐

震の規定を紹介してほしい、伝統木造についても紹介してほしい、軸組構法の特性と概要を

知りたいというような要望です。これにつきましては次年度の事業で検討、回答ということ

になろうかと思います。 

日本の基準というのは、ご案内のように軸組構法については、仕様規定で設計できる４号

建物があり、これは壁量の計算と仕様規定で造れることになっています。それから、３階建

てや 500 m2を超える構造計算ルートで、許容応力度設計で設計することになっています。伝

統構法については、2000年の法改正で、限界耐力計算という方法で設計ができるようになり

ました。許容応力度設計では、強度が足らないとか、変形が大きすぎると成立しないのです

が、限界耐力計算で大きな変形は生じるが倒壊はしないことが確認できれば建てられるよう

になっています。これによって、本来ならば基準に合致しなかった社寺仏閣が建てられるよ

うになったということです。 

中国にも、日本の先輩として伝統構法の大きい建物がございますが、そういったものをき

ちんと建て替えたり、修復したり、あるいは改築したいという希望があって、こうした基準

が要請されているのだと思います。 

現行の中国の基準はどういう考え方になっているかと言いますと、日本でも学会ではすで

に設定されておりますが、いわゆる信頼性工学による設計法です。Limit State Design、限

界状態設計法と言われますが、破壊確率に基づく設計法が採用されています。ただしこれは、

鉛直荷重に対しての設計法で、水平力に対しては、まだ確率論で設計する方法が確立してお

りませんで、こちらの方は確定論、つまり、日本と同じ方法で設計されているという状況で

す。 

中国側の要請にどのように応えていくかということですが、これは皆様方と相談しながら

決めていく問題でございますが、まず考えられますのは、日本の関係法令を中国語に翻訳し

て中国側に紹介するということがまず基本としてあろうかと思います。ただ、皆さんも構造

                                                
17 これは、報告会における同氏の報告のままを掲載したものである。 
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に関係されている方はお分かりかと思いますが、あの関係法令は、文章が難解で、読んだっ

て分からないですよね。我々は実際に建てられている軸組構法を理解していますので、まあ

法令を読むとだいたい分かる。いや、だいたいでもないですね、専門家でないと難しいと思

いますが、とにかく難しい文章で書かれているわけです。問題は、日本の軸組構法の関係法

令には、実は書いていないことがいっぱいあるのです。これは、僕なりの解釈ですが、従来

伝統構法から派生し、明治になって耐震化が進み現代の形に近くなった軸組構法に対して、

国家が基準をつくって規制をしたのが昭和 25 年の建築基準法制定です。今まで何百年、千

年以上の歴史があって、九州から北海道まで建てられているそういった構法に対して、ある

日突然、法的にそれはだめよこれもだめよということを強制したのが建築基準法です。だか

ら、強制できることとできないことがあるわけですね。誰もができるようにしなければなら

ないので、書かれているのは、最低限守るべきことだけになっています。従いまして、軸組

構法の元がない中国に、日本のそういった関係法令だけを持って行っても、恐らく何のこと

か分からないのではないかと思うのです。 

ということで、翻訳の次には、もちろん日本に要望があってですが、中国に適した規範の

提案ということをしないと、十分に消化できないのではないかと思います。そのとき何が参

考になるかということですが、中国にはすでに外国から導入した枠組壁構法の規範がござい

ますので、これにそった枠組みにすれば如何ということが考えられるわけでございます。 

じゃあ、その中国の規範の中で、どのようなスタイルで枠組壁構法の基準ができているか

ということで、関係するところだけを抜粋しました。このほかにも木造全体で守らなければ

ならない規定もありますが、ここでは省略しております。 

一般規定、それから設計に関係する要求、構造に関係する要求、それから梁、柱と基礎の

設計ということになっていますが、実は、本文よりこの後の付録の J、N、P、Q という、こ

ちらの方がかなりよく使われております。今日は、これを見ながら、それに対して軸組構法

だったらどのようになるのかということを紹介したいと思います。 

まず一般規定ですが、これは半ページ、さらっと書かれていまして、基本的には３階建て

以下ですよということです。日本では３階半、つまり小屋裏利用で４階まで設計できるとい

うことでございます。青色で書いているのが日本の軸組の規定だとご理解ください。 

次に設計に関係する要求でございますが、これが 15 ページあります。５分割して紹介し

ていきますが、どういう形になっているかということだけご覧いただき、細かいところはち

ょっと専門的になりますので、概要だけご理解いただければと思います。 

耐震設計は、べースシア法です。これは日本も同じでございまして、基本的に入力される

加速度を決めていきます。それから、各階に加わる地震力を決めるために、建物の固有周期

を推定しなければならないのです。この辺りは日本では採用はしていませんが、これは日本

の専門家が見ればだいたい理解できる数値でございます。いろんな構造的な性能、減衰比だ

とかばらつきだとかそういったものを加味して決める数値です。減衰比 5％に設定されてい

ますが、日本での実験を見るともうちょっと大きいかなという気もしますが、大地震だと低

下するのが一般的ですので、まあこんなものかなという感じがします。 

それから、地震、風に対して耐力壁と水平構面で抵抗する仕組みですが、これは２×４構

法の基本原理です。水平構面の耐力につきましては、付録 Pに具体的に記載されております

し、耐力壁の耐力についても、付録 Qに記載されています。 
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それから、面積の制限ですが、これは各層の面積の制限は 600 m2ということになっていま

す。ですから、３階建てだと 1,800 m2 ですね。日本は 500 m2 で区切っており、それを超え

ると設計法が変わります。 

それから、各層の高さについて制限が設けられています。これは日本にはない規定ですが、

建物の高さについては、日本では軒高 9m、棟高 13mで設計法が変わります。 

それから、耐震設計の強度ですが、６～７度と書いてありますが、これは震度のようなも

のを表していると考えてください。低い方の６～７度では、建物の高さ／幅比が 1.2 以下、

７～８度になりますと比は１以下で、日本みたいな鉛筆ビルのような２～３階建ては成立し

ないということになっております。これについては日本の基準ではもちろん制限はございま

せん。 

次ですが、床の載荷荷重の標準値が定めら 2.5 kN／m2以下となっています。日本は住宅で

すと 1.8 kN ですが、事務所とか倉庫だとか用途によって日本ではいろいろと決められてい

ます。屋根の載荷荷重についても標準値が定められています。これも日本では瓦の種類によ

り決められています。 

耐震設計強度については、必要な壁の量が表になっていますので、これについても日本の

耐震設計と同様に作れます。 

それから、耐力壁の高さ・幅の比ですが、これは１対２となっています。北米の面材サイ

ズは４×８（ヨンパチ）ですので、１対２ということになりますので、これは日本より厳し

くしています。日本の規定では５対１です。ただこれは住木センターから出ている構造設計

指針の値でございます。 

それから、耐力壁線間距離は 7.6m という制限を設けています。日本が２×４を取り入れ

るとき、最初は 8m だったということで、それに近い値になっています。現在、日本では基

本的には 12mです。軸組では制限はございません。 

あとは耐力壁線で囲まれた辺長比は 2.5：１とするという規定があります。これは、言わ

ば水平構面に関する制限でございまして、あまり細長くすると曲げの影響が入ってくるので、

水平構面が剛でなければならないという２×４構法のメカニズムから制限を設けていると

いうことでございます。日本ではこれに関する制限ございません。ただし、耐力壁線で囲ま

れた面積を 60m2とする場合は、辺長比が 2：1以下という規定があります。 

次はがちょっと難しいのですが、一番端にある壁と、その壁にもっとも近い直交方向にお

ける端部壁との垂直距離は 2.4m 以下という、あまりよく分からない規定があります。つま

り、日本でもよく言われているように、コーナーには必ず壁を設けなさいということです。

これに近い形でそういう規定を設けているのだと思います。 

それから、同一壁線における各壁の段差は 1.2m 以下とするという規定がございます。た

ぶんスキップフロアであろうかと思います。 

それからスパン 12m 以下、屋根勾配は 1：12 以下でかつ 1:1 以上という規定があります。

日本の軸組についてはこのような制限はありません。 

それから、特別に設計する梁と柱の規定があるのですが、これはよく分かりませんが、多

分、縦枠間の最小距離かなという気がします。これに相当する軸組の規定は、柱の小径の規

定ということになろうかと思います。 

それから、軒の出についても制限を設けています。日本にはこのような制限ありません。 
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次に、別の章、節になりますが、構造の要求という項目があります。これにはかなりのペ

ージが使われています。内容は建物の仕様ですね。これを見れば２×４がだいたいどのよう

な形になっているか分かるところです。日本の軸組では、先ほどから申し上げているように

このような規定が全くないですね。例えば柱と梁をどのように組み合わせるかとかいうこと

です。中国向けには、ここを具体的に書くと分かりやすいと思うので、従前の構造方法をあ

る程度規定した方が良いのではないかという気がします。 

それから、これは２×４の合わせ梁という規定があります。 

あとは基礎、アンカー、防腐防蟻措置ですね。これについては軸組でもそれなりの規定が

あります。 

次に付録に入ります。材料強度の規定がございまして、本文の方の等級と、北米の２×４

の材料との相互関係の表がございます。 

それから、付録 Nは、各部の釘打ちの規定ですね。例えば下枠と上枠ろか、床根太と側根

太とかの接合方法などの規定です。日本には筋かいとホールダウン金物等については規定が

ありますが、その他の継ぎ手・仕口については規定がございませんので、こういった部分も

規定を設けることが必要かと思います。 

あとは水平構面ですが、これについても日本では品確法がございますから同様にかけると

思います。 

付録 Qは耐力壁ですが、これについてもすでに日本では壁倍率という形で強度が決められ

ているので、Q と同様な形で作れると思います。 

というわけで、整理しますと、まず日本の基準の翻訳が必要かと思います。それから中国

側との相談になりますが、そういった翻訳では分からないということであれば、どこが分か

らないかということを抽出して必要な規定を作成する作業があるでしょう。そこでは中国式

の書きぶりを用いるということですね。それから数値的な問題については、中国は限界状態

設計法を使っていますので、中国側にほとんど任せるということになるかと思います。 

それから、これは日本側からの提案といいますか、もし日本のように建てやすくしたいと

いうのであれば、仕様規定で造れる部分ができるだけ多くあれば、非常に便利かなという気

がします。すべて限界状態設計法で部材や接合部を計算するということになりますとかなり

面倒になります。幸いに、日本の軸組構法のすばらしいところは、柱にしても梁にしても、

今使われている樹種や断面では構造計算しなくても、ほとんど余裕をもって成立するような

仕組みになっております。これは日本の知恵だと思います。森林総研で以前、何社かの住宅

を構造計算でチェックしましたら、柱については存在応力が 10％もないですね。最大でも

30％程度です。伝統的な経験があるということですね。平成 12 年の法改正で構造計算が前

提となりましたが、現在でも軸組の仕様規定があります。これは構造計算を省略するのでは

なくて構造計算書を提出しなくてもよい、言ってみれば一つの認定された型式であるという

ような考え方であろうかと思います。同じように、中国でもある程度の仕様規定を設けて、

そのとおりに造れば構造計算をしなくてもよいと言う仕組みを作ることができれば便利か

と思います。 

最後になりますが、中国で軸組の設計基準をつくることのメリットは、たぶん日本の木材

業界だけでなくて、ビルダーさんが中国でビジネスをするチャンスが出てくるのではないか

と思います。ということになりますと、中国側で経験のない方が造るというよりも、日本の



 
 

-65- 

 

ビルダーが行って造ることが多いかもしれません。そういったときに、現在かなりアバウト

に作られている日本の軸組の基準をどこまで細かくするかということは、ある意味では安全

性は確保されるものの、設計の自由度が狭まることにもなりますので、そういったことも考

えながら対応していくのが良いのではないかと思います。私の方からの報告は以上でござい

ます。 

 

（３）邱氏の報告内容18 

こんにちは、越井木材工業の邱と申します。よろしくお願いします。 

本日の講演のテーマですが、非常に大きなテーマをいただいて悩んだのですけれども、皆

さんは専門家ですので、下手に説明するより、自分が自社で取組んできたことを皆さんに報

告させていただき、そのなかから皆さんに何かヒントを与えられたら、また皆さんからご指

導、アドバイスをいただけたらと思いまして、ご報告を始めたいと思います。 

まず、中国の木材市場ですが、数字は前後するのですけれども、ざっくり申し上げますと

木材の消費量は原木換算で年間約 4億 m3にのぼっています。うち、建築材料としては年間約

0.9億 m3、割合としては 23％を占めており、かなり大きなマーケットを占めているのではな

いかなと思います。このスライドに示すとおり、コンクリートの年間消費量は世界平均で

250kg に対し、中国では 4倍の 1,000kg を使っています。コンクリートに頼りすぎであるこ

とが分かります。しかも中国の経済成長に伴い、中国人の木材の良さに対する認識がどんど

ん高まってきており、これから中国の木材需要が増えることに違いはないと思います。 

次は中国の住宅の種類について説明します。これは 50 箇所の現場を回って撮影した写真

です。そのなかの代表的なものをいくつか選んで紹介したいと思います。 

中国では今、単純な鉄筋コンクリートの住宅から、木材をたくさん使った住宅、そして木

造ハウスにシフトする傾向が多く見られます。ただ、日本ほど木造ハウスは普及しておりま

せんが、私も中国国内のいくつかの大会に参加させていただいて、その勢いがどんどん感じ

られます。 

これは上海近辺の蘇州にある代表的な中国のマンションですね。中国語で公寓ともいいま

すが、これ実は日本のデベロッパーにより開発された建物です。このなかにはフロント、内

装材に木材がたくさん使われております。これは広州の当たりで温泉リゾート地に建てられ

た木造ハウスです。なかに断熱材が入れてあります。室内には OSBも、いろんな種類の木材

が使われております。 

これが上海近辺の蘇州にある中国最大の２×４住宅建設会社です。この会社は大きな配送

センターを有しており、ここでアッセンブルして現場配送、建設を展開し、非常に効率的に

建設事業を行っています。 

これはテラスハウスです。このなかにも木材が使われています。 

これは中国の南の方で建てられた木造戸建ですが、中国産のミズスギという木材が使われ

ています。約 18～20cmの小径木をサネ加工して壁材にしています。 

これは中国の浙江省に造られたコンクリート構造の戸建て別荘です。１棟当たりの販売価

格が約 8,000 元、日本円に換算すると 11 億円になる。このなかで玄関の入り口ホール。サ

                                                
18 これは、報告会における同氏の報告の一部を掲載したものである。 
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ンルーム、デッキなどにたくさん木材が使われています。また、庭にもたくさん使われてお

ります。 

これが設計中の物件ですが、このベランダフェンス、プールサイドのデッキなどにもたく

さん木材が使われています。 

これは上海近郊で建設予定の物件で設計中ですが、ご覧のとおり、壁に木材が使われてお

ります。 

これは中国のデベロッパーのオーナーさんが日本に来られて、日本の木材の使い方を見て、

こういう風にしたいという気持ちを込めての設計になったみたいです。 

ここからは、弊社の取組みを報告させていただきます。まず歩みと致しましては、2009年

6月、つまり１年半前に市場調査を開始しました。同じ年の11月に中国市場開拓室を設立し、

翌年 10 年の 3 月に上海の展示会に初出展いたしました。同年 8 月に上海マートに代表事務

所を設立しました。同年 8月に上海展示会の「ジャパンパビリオン」に出展、続いて杭州と

北京に 10月に出展した。今年 1月に中国語ホームページの運営を開始した。 

中国はご存じのように富裕層がたくさん出てきていますが、弊社の商品の価格と品質を考

慮した上で、ターゲットを富裕層と中間層の上層部に設定いたしました。商品の販売展開と

しては、主に日本産木材などを用いた高耐久木材、スーパーサーモウッド、難燃木材、防腐

防蟻合板、防腐防蟻処理木材を「越秀木（えつしゅうぼく）」というブランド名で中国に売

り込もうとしております。 

中国でも環境問題を重視されつつあり、環境改善効果も見られるようになってきているこ

とを踏まえて、弊社は輸出に取り組む中で環境重視のアピールを徹底して中国に売り込もう

としています。 

販路開拓において、まず展示会が有効なツールとなっています。弊社はこれまで全部で 4

回の展示会に出展しており、合わせて 990 名のお客さんとつながりができて、そのうち 234

社は設計事務所です。設計事務所は我々にとっては、木材に対する理解、木材の良さをアピ

ールする場となりますので、一番重要なところです。そしてエンドユーザーとしてのデベロ

ッパーです。、ユーザーは日本の木材の良さを十分理解していただいた上で採用になるので

はないかと思います。従って、弊社は出展後の現地会社訪問の重点を設計事務所とデベロッ

パーに設定しています。 

もう一つはセミナー、説明会を、設計事務所、デベロッパー向けに重点に置かせていただ

きました。これまで合わせてセミナーや説明会を 12回以上行いました。 

３つ目の有効ツールとして、お客さんを日本に招聘することです。これまで合わせて 4回

実施しました。たくさん来社していただいて、工場見学を実施いたしました。 

また、ブランドの確立が非常に重要だと考えております。これまでは「越秀木」、

「KOSHIIWOODS」を商標登録し、商品発表会、説明会、中国語カタログ、中国語ホーム

ページ、展示会、広告などを通じて、弊社の越秀木というブランドを確立しようと考えて取

組んでいます。 

結果といたしましては、まだそんなに効果は上がってきていないのですが、「越秀木」、

「KOSHIIWOODS」というブランド名が尐しずつ広がってきており、上海から「越秀木」

はどういうものか紹介してくれないか、「越秀木」欲しいというお客さんが現れてきており、

有力物件の商談も尐しずつ現れてきております。これも日本産スギ・ヒノキに対する理解が
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深められることに寄与するのではないかと考えております。 

最後に国産材の中国輸出にとって本当になすべきことについて話させていただきたいと

思います。まずは官・学・民の連携体制をより確実に、これはカナダ林業協会に学ぶという

ことが大事ではないかと考えております。もう一つは日本産スギ、ヒノキなどのブランドの

確立です。これは重要だと思います。もう一つは、中国への輸出環境の整備です。輸出課題

解決対策事業に取り上げられた課題のとおり、中国「木構造設計規範」における日本産木材

の利用同等性の確立は非常に重要です。日本産スギ、ヒノキなどの木材が中国の製品・技術

基準の体系に同等性、有効性を認めていただければ、現地における販路開拓はもっと効果的、

円滑、簡単になるのではないかと思います。 

 

（４）趙 川氏の報告内容19 

本来の計画は、本事業の検討委員会の委員長、坂本先生の方から、皆さんにこの事業の実

施状況と成果を総括していただくことと予定しておりますが、超巨大地震後の計画停電によ

る交通機関の運休があったため、坂本先生は会場に来られない状況になってしまいました。

私は事務局の一員として、これまでの取組状況と今後の展開方向について説明させていただ

きます。 

まず、中国の丸太輸入量の推移を説明します。2010 年は 3,434 万 m3を超えています。そ

のなかで、7割程度が針葉樹です。製材輸入量も 1,500万 m3にのぼっています。 

国別にみますと、丸太ではロシアが第 1 位の輸入相手国ですが、近年尐しずつそのシェア

が落ちています。その代わりに、米国、とくにニュージーランドからの丸太が驚異的に伸び

ています。カナダは基本的に丸太の輸出をあまり推進しないが、それにも関わらず猛烈な勢

いで増加している。一方、我々日本の中国向けの丸太輸出は、約１万 m3しかなかった。製材

品の対中国輸出においても、やはりカナダ、ニュージーランドは大幅に伸びっています。し

かし、日本の中国向けの製材品輸出は 1,500m3程度にとどまっています。 

これは財務省の貿易統計を用いて作成したグラフですが、近年、日本からの木材輸出額は

約 100億程度です。そのなかに中国向けの輸出が約 25％を占めています。 

今までは輸出拡大を図るために様々な取組みを展開してきました。まず宣伝普及活動とし

て、セミナーを開催したり、見学会を開催したりしてきました。また、ジャパンパビリオン

を上海、北京の展示会に出展したり、交流会、マッチング型の商談会など輸出事業者と連携

して進めたりしてきました。さらに、中国側や韓国側のバイヤーなどの招聘、上海、韓国、

台湾などへの試験輸出、中国・韓国でのモデルハウスやモデルルームの建設、現地国に適す

る商品や技術の研究開発などにも取組んできました。 

そういったたくさんの取組みがありましたが、それなりの効果があるだろうと思います。

しかしながら、先ほど取り上げた輸出データにも見られるように、我が国の輸出はカナダな

どに比べれば大変遅れています。これにはいくつかの原因があるだろうと思っていますが、

中国の「木構造設計規範」における日本産樹種の明記ができていなかったことが非常に大き

な要因ではないかと考えております。一方、中国側の専門家、バイヤーは日本の木構造、技

術、構法に対し非常に評価している。 

                                                
19 これは、報告会における同氏の報告のままを掲載したものである。 
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こうした背景を踏まえ、ちょうど中国「木構造設計規範」が今後３年かけて改定されると

いうタイミングがあって、官民のご理解、ご協力、ご支援をいただきながら、中国「木構造

設計規範」国家標準に日本産スギ、ヒノキ等木材を構造材として採用してもらうよう、この

事業に取組んできました。 

この事業を開始する前に、日本木材輸出振興協議会は関係業界団体と輸出志望の事業者な

どの支援の下、平成 22 年 8 月に上海で中国「木構造設計規範」国家標準管理委員会との間

の合意書、中国「木構造設計規範」に関する日本産樹種についての協力事項に関する合意書

が調印された。これはそのときの写真です。その後、本事業の一環として、日本の専門家は

中国の同規範改定に関する第 2回全体会議に出席し、さらに、日本側と中国側の専門家の間

に個別会議を開きました。そこで初めて、我々の日本産スギ、ヒノキなどの規範上の取扱に

ついての意見交換を行いました。その後、中国に向けて、我々が中国側に対してこのような

希望があると伝えました。その希望に対して中国側は、中国の「木構造設計規範」の改定に

おける日本側の担当内容について正式に回答していただきました。日本産樹種の明記事項に

関する中国側との協議を支援するために、さらに 10 月末に北京で日本産木材説明会を開催

しました。 

この写真は、中国林業科学研究院のなかで木材強度や測定方法などについての意見交換会

を写ったものです。この写真は 2月 20日に四川省成都で規範改定委員会の責任者、王先生、

楊先生との専門会議を写ったものです。この専門会議は、日本産スギ、ヒノキ、カラマツの

明記事項について打合せをしました。 

その後、我々日本側が専門会議に出したスギ、ヒノキ、カラマツの強度諸データ・資料に

対して、中国の「木構造設計規範」の改定委員会から正式の評価意見がありました。これは

その訳文ですが、まず一つ目は、我々が出したデータの導出方法が中国側に合致しており、

中国の規範の要求に基づいて提出データに対して 12％の含水率の補正と、各産地の森林資源

量を重みとして補正して早期に提出すること。二つ目は、中国側が日本側に対して正式に日

本側が提出してきたデータを踏まえて中国の規範に決められた強度等級に相応したスギ、ヒ

ノキ、カラマツの強度等級を定め、中国の国家標準のなかに盛り込むこと。さらに３つ目は、

先ほど神谷先生のご紹介のように、軸組構法、製材の機械等級区分などの改定内容について

協力してほしいという要望もいただいている。これは大きな結果です。つまり、中国の「木

構造設計規範」における日本産スギ、ヒノキ、カラマツの明記という目標の達成の見通しは、

具体的な形になっています。 

こうした取組みによって得られた結果を踏まえ、平成 22 年度に引き続き、中国「木構造

設計規範」国家標準における日本産木材の利用同等性の確立という目標を完全に達成するた

め、中国のニーズに合うようにさらに進めたいと考えております。 

一つ目は、中国「木構造設計規範」国家標準に日本産スギ、ヒノキ、カラマツが構造用製

材として利用可能な樹種として明記されるようにすること。これはすでに平成 22 年度の取

組みによって形になりましたので、その可能性が見えてきました。平成 23 年度おいて中国

側との協議などの取組みを引き続き進めていけば、この目標を達成できるだろうと考えてい

ます。 

二つ目、さらに樹種だけでなく、日本の軸組構法を制度として中国の国家標準に確立させ

ること。そうでなければ、日本産木材をなかなか使ってくれない。つまり、日本の木材と日
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本の構法はワンセットとして中国の技術規格体系に盛り込まれることは不可欠です。 

すなわち、次年度においては、官民のご理解、ご支援、ご協力をいただきながら、さらに

日本産樹種の問題を完全に解決するとともに、中国国家標準に日本の軸組構法が盛り込まれ

るように進めたい。それによって、今後日本の国産材の輸出拡大につながるだろうと思って

います。 

中国の木構造建築はまさに今が変革期にあり、これから発展していくと思います。中国市

場の先行者であるカナダのように、産学官は一体となって、スギ、ヒノキ、カラマツ等国産

材及び軸組構法が中国の木造法規体系のなかに取り込まれ、利用可能となるよう、さらに取

り組まなければなりません。われわれは、この機会を逃さないよう、 林業・製材加工業か

ら木造建設業まで業界の枠を超えて、共同で国産材輸出のこの重大な課題の解決に立ち向か

うことが重要です。これを避けては、中国市場における国産材のビジネスチャンスはありま

せん。 

 

３． 報告会参加者に対するアンケート調査 

前述のように、開催当日が超巨大地震の直後であるため、参加者は 22名となった。うち、

アンケート回答者は 14名であった。アンケート結果は付属資料 Gのとおり。 

 

６－２ 報告書の配布及び関係情報の公開・提供 

本課題の解決に向けた取組み、本事業による成果を報告書に取りまとめ、輸出に携る事業

者、各地方自治体、関係行政・業界団体、必要とする一般者等への配布に努めた。 

 

図６－２ 業界専門誌を通じた事業実施関係情報の提供 
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また、本事業で取り上げた課題を共有する者を含め国民への情報共有化を図るため、本事

業における調査・研究の概要、中国側との協議結果、日本産木材説明会や事業成果報告会の

開催などの関係情報を業界専門誌や当協議会のホームページ（www.j-wood.org）などを通

じて提供し、それに関する問い合わせ等に対し適切に対応し、状況に応じたフォローアップ

に努めた（図 6-2、図 6-3）。 

 

 

 

図６－３ 事業実施関係情報のウェブ配信 
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付属資料 A 中国「木構造設計規範」改定大綱 

 

改定原則：「規範」の現行体系をベースに、中国の実情に合わせて「規範」の中で早急に

解決すべき内容について適切な修正と補完を行う。改定作業中には、「規範」の施行可能性、

継続性、実用性を充分に考慮し、改定内容に関する適当な研究を行う。 

 

１． 総則 

責 任 者：龍 衛国 

改定重点： 

 適用範囲に伝統建築、伝統的な民居を加える 

 木構造建築の適用階数について研究 

 

２． 用語と記号 

責 任 者：楊 学兵 

 

３． 材料 

3.1 木材 

責 任 者：王 永維  

参加機関：中国建築西南設計研究院、中国林業科学研究院、アメリカ APA 協会、 

カナダウッド、欧州ウッド、日本木材輸出振興協議会 

改定重点： 

 中国産木材、輸入木材の樹種及び分類を決める 

 各種木材に対する材質規定を改定、補完 

 木材含水率の規定を決める 

 輸入木材利用の規定を決める 

3.2 鋼材及び金物 

責 任 者：何 敏娟 

参加機関：重慶大学、四川大学 

改定重点： 

 ネイルプレート接合や集成材構造の接合の性能要求 

 

４． 基本設計規定 

4.1 設計原則 

責 任 者：王 永維 

4.2 設計指標と許容値 

責 任 者：王 永維 

参加機関：中国建築西南設計研究院、中国林業科学研究院、アメリカ APA 協会、 

カナダウッド、欧州ウッド、日本木材輸出振興協議会 

改定重点： 

 中国産木材と輸入木材の樹種分類及び強度等級を決める 
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 各種材料（角材、板材、ディメンションランバー、集成材ラミナ、構造用複

合材料、ネイルプレート等）の強度設計指標を改定、補完 

 輸入木材の強度設計指標の確定方法を決め、強度調整係数を検討 

 新たに追加しようとする樹種と材料について検討し、その強度等級と設計指

標を決める 

4.3 耐震設計基本規定 

責 任 者：何 敏娟 

参加機関：四川省建築科学研究院、関係設計機関、カナダウッド 

改定重点： 

 耐震についての原則的な規定を加える 

 木構造の耐震設計の特殊要求を明確化 

 

５． 木構造部材の計算 

責 任 者：祝 恩淳 

参加機関：重慶大学、四川大学、アメリカ APA協会、カナダウッド、欧州ウッド、 

日本木材輸出振興協議会 

改定重点： 

 各部材の計算と検証計算に係る計算式の統合を目的に全面に研究分析 

 耐力壁と間仕切壁の設計計算についての規定の新設を検討 

 

６． 接合部の計算 

責 任 者：何 敏娟 

参加機関：重慶大学、四川大学、アメリカ APA協会、カナダウッド、欧州ウッド、 

日本木材輸出振興協議会 

改定重点： 

 各種接合に係る計算式の統合を目的に全面に研究分析 

 植え込み鉄筋接合、ポルト接合、木ネジ接合についての規定の新設を検討 

 

７． 原木・製材品を用いた木構造 

責 任 者：楊 学兵  

参加機関：四川省建築科学研究院、上海現代建築設計集団、日本木材輸出振興協議会 

改定重点： 

 伝統建築、伝統的な民居に関する設計規定を加える 

 軸組構造の構造要求と耐震構造の規定を決める 

 

８． 集成材構造 

責 任 者：許 方、楊 学兵  

参加機関：四川省建築科学研究院、北京林業大学、欧州ウッド、日本木材輸出振興協議会、 

カナダウッド、国内関係企業 

改定重点： 
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 「集成材構造技術規範」を参考し補完 

 

９． 枠組壁構造 

責 任 者：倪 春、何 敏娟 

参加機関：欧州ウッド、四川大学、上海現代建築設計集団、日本木材輸出振興協議会、 

カナダウッド、国内関係企業 

改定重点： 

 枠組壁構造の設計規定を補完 

 「木製トラス規範」を参考し木製トラスの設計内容を加える 

 構造用複合材料及びハイブリット構造の設計規定を加える 

 

10. 木構造の防火設計 

責 任 者：四川消防研究所、天津消防研究所 

参加機関：アメリカ APA協会、カナダウッド、欧州ウッド 

 

11. 木構造の保護 

責 任 者：蒋 明亮、殷 亜方 

参加機関：重慶大学、アメリカ APA 協会、カナダウッド、欧州ウッド、 

日本木材輸出振興協議会 
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付属資料 B 日本産木材説明会参加者名簿 
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付属資料 C 日本産木材説明会における講演内容20 

 

１．林野庁林政部長 末松 広行氏の講演スライド 

 

                                                
20 講演に用いたスライドは中国語版であるが、国内向けの報告書であるため、ここに日本語版

を掲載する。 
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２．東京大学名誉教授、NPO 木材・合板博物館館長 岡野 健氏の講演スライド 

 

 

 

 



 
 

-83- 
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３．静岡大学教授 安村 基氏の講演スライド21 

 

 

 

                                                
21 講演スライドが 52 枚であるが、ここで一部を割愛して掲載する。 



 
 

-85- 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-86- 
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付属資料 D 日本産木材説明会アンケート調査概要 

 

「日本産木材説明会」（以下、「セミナー」と略称する。）は、2010年10月29日（金）13時

30分-16時30分に中国北京市の北京展覧館 3階会議室にて開催され、中国住宅城郷建設部住

宅産業化促進センター主任 劉 燦氏及び日本国在中華人民共和国大使館参事官 佐竹 健

次氏のご挨拶を受けた後、「日本の森林・林業・木材利用」（講師：林野庁林政部長 末松 広

行氏）、「Sugi and Hinoki, Best wood for house construction in Japan」（講師：NPO木材・

合板博物館館長 岡野 健氏）、「日本における木造建築の展開」（静岡大学教授 安村 基氏）

という３つの講演、「木質軸組金物構法住宅について」（ミサワホーム株式会社MJ-WOOD推進

室長 島田 直人氏）、「高耐久新素材」（越井木材工業株式会社中国市場開拓室長 邱 祚春

氏）という２つの日本産木材利用事例の紹介が行われた。 

61名の出席者に対し、①セミナーの参加目的、②セミナーの内容に対する満足度、③中国

における日本産木材＆木造技術利用の推進価値、④推進価値の有無の理由についての感想及

び意見を伺うことができた。48名からの回答が得られ、結果は以下のとおりである。回答率

は79％であった。 

 

問１．今回のセミナーは役に立つと思いますか。 

今回のセミナーが役に立つかどうかの問

いでは、「役立つ」、「大いに役立つ」の回答

がそれぞれ52％、44％で、合わせて96％にの

ぼる。「役に立たない」、「わからない」とも

に2％のみにとどまった。 

 

 

 

 

 

問２．セミナーの参加目的と満足度をお教えください。 

セミナーの参加目的については「日本産木

材＆木造技術を知りたい」が最も多く56％、

「日本産木材・木造住宅の輸出取組を知りた

い」が39％であった。 

また、「日本産木材＆木造技術を知りたい」

という目的に対する満足度は、｢満足｣が半数

以上を占め54％、「まあ満足」が44％であった。

一方、「やや不満」、「不満」はそれぞれ2％、0％

であった。 

「日本産木材･木造住宅の輸出取組を知りたい」という目的に対しては、「満足」が53％、

「まあ満足」47％、「やや不満」、「不満」は見られなかった。 
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問３．今回のセミナーについて、どのように感じましたか。（各項目について単一選択） 

基調講演については、「非常によい」が最も多く51％、続いて「良い」が44％、「普通」が

5％で、「やや不満」、「不満」はなかった。 

日本産木材の利用事例の紹介（技術紹介）については、「良い」との回答が最も多く54％、

「非常によい」が26％と続き、「普通」が20％で、「やや不満」、「不満」は見られなかった。 

 

 

 

 

問４．中国における日本産木材＆木造技術利用の推進価値について、どう思いますか？（各

項目について単一選択） 

日本産木材（スギ、ヒノキ）の推進価値について、「価値があるか」について「わからな

い」との回答が47％と最も多く、次に「あり」で44％、「なし」との回答も9％と尐数ながら

見られた。 

日本木造建築の軸組構造利用の推進価値については、「あり」と回答した参加者が68％、「わ

からない」が30％、「なし」が2％であった。 
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日本木造建築の真壁構法（木の現し）の推進価値については、「あり」との回答が最も多

く91％、「わからない」が9％、「なし」が0％であった。 

日本木造建築のプレカット技術の推進価値については、「あり」との回答が98％、「わから

ない」が2％、「なし」は0％であった。 

 

 

問５．問４で「ある」と答えた理由をお教えください。（複数可） 

日本産木材（スギ、ヒノキ）利用の推進価値が「ある」と答えた理由では、「品質が高い」

との回答が84％、「コストパフォーマンスがよい」が12％、｢その他｣が4％であった。 

日本木造建築の推進価値が「ある」と答えた理由では、最も多かったのは「施工が容易」

で33％、次に「木の現し」が31％、続いて「工期が短い」で24％、「先進した技術」は12％

となった。 
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問６．問４で「なし」と答えた理由をお教えください。（複数可） 

日本産木材（スギ、ヒノキ）利用の推進価値「なし」と答えた理由では、「中国の基準に

日本産木材がまだ認められていない」が51％と最も多く、「コストパフォーマンスが良くな

い」が次いで多く36％、「品質が普通」11％、「その他」2％と続いた。 

日本木造建築の推進価値が「なし」と答えた理由では、「日本木造住宅部材や技術に関す

る規格がまだ中国にない」が最も多く47％、「値段が高い」が43％、「国内に生産工場がまだ

ない」が10％と続いた。 

 

 

 

 

なお、回答者の属性では、職業で最も多かったのが「研究・教育」で12名、「内装」が8名、

「不動産」、「加工製造」が並んで6名、「マスコミ」が5名、続いて「貿易・販売」、「行政機

関」が4名ずつ、「業界団体」が1名、「その他」1名となった。 

職種については、「技術」、「設計」がともに多く10名、続いて「行政・管理」が8名、「研

究」が7名、「教育」が5名、｢広報｣４名と続いた。 

年齢でみると、40歳以上が最も多く42％、31-39歳が33％、30歳以下が23％となった。 

参加者の性別は男性が51％、女性が47％であった。 
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付属資料 E 日本産木材説明会の開催に関する広報記事 

 

 

１．事前告知記事 

 

企画記事「中日木構造技術交流シンポジウム 間もなく開催」 

（「中国建設報」10月 27日第 4、第 5面） 
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企画記事「中日木構造技術交流シンポジウム 間もなく開催」 

（「中国建設報」10月 27日電子版：

www.chinajsb.cn/bz/content/2010-10/27/content_11190.htm） 
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第 9回中国国際住宅産業博覧会公式サイトによる「日本産木材説明会」開催の告知

（www.ciehi.tv/huiyi-zhongri.htm） 
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当会のウェブサイトによる「日本産木材説明会」開催の告知（中国語、日本語） 

（www.j-wood.org） 
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「中華木構造網」による「中国建設報」10月 27日電子版に掲載された記事の転載 

（www.woodcn.org/article/2010/1101/article_392.html） 

 

 

「韶関市建設・不動産情報網」による記事の転載 

（www.sgjsj.gov.cn/sgwebims/Front/Message/ViewMessage.aspx?MessageID=78269&ColumnID=309） 

 

 

10月 29日～12月 7日ま
でのアクセス数：469 
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２．事後報道 

 

 

「中国緑色時報」（11月 18日 B2版）による事後報道 

 

 

「中国林業」（11月 01日電子版）による事後報道 
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「林産工業」（2010年第 6号 p.57）による事後報道 
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「消費日報」（11月 11日 D4面）による事後報道 

 

 

 

「今日木材網」（www.woodtoday.cn）による事後報道 
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「中国林業産業」（2010年第 11号 p.78）による事後報道 

 

 

「国家工程建設標準化情報網」による事後報道 

（www.risn.org.cn/Norm/Hbba/ViewInfo.aspx?ID=10202） 
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「中国建設報」電子版による事後報道 

（「中国建設報」11月 8日電子版：www.chinajsb.cn/bz/content/2010-11/08/content_12322.htm） 

 

 

「捜門網」による事後報道 

（木製ドア関係情報サイト：www.sortdoor.com/article/5568/） 
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中国網（日本語ウェブ）の評論記事 

（japanese.china.org.cn/jp/txt/2010-11/01/content_21248948.htm） 

 

 

サーチナ（日本国内のネットメディア）による評論記事の転載

（news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=1103&f=business_1103_132.shtml） 
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３．インターネット配信 

 

 

 

 

「日本産木材説明会」に関するインターネット配信用のウェブ 

（cn.wood.info/jwea/?p=2） 
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付属資料 F 事業成果報告会における報告内容22 

 

１．森林総合研究所主任研究員 加藤 英雄氏の報告内容スライド（抜粋） 

 

 

                                                
22 ここで一部を割愛して掲載する。 
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２．セイホク（株）技師長、森林総合研究所フェロー 神谷 文夫氏の報告内容スライド 
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付属資料 G 事業成果報告会アンケート調査概要 

 

本事業の成果報告会が、平成23年3月15日に東京都文京区内の白王ビル 2階会議室で開催

された。 

『中国「木構造設計規範」国家標準に対応した国産針葉樹の強度設計値の導出』（独立行

政法人 森林総合研究所主任研究員 加藤 英雄氏）、『中国「木構造設計規範」国家標準へ

軸組構法を盛り込む方法について』（独立行政法人 森林総合研究所 フェロー、セイホク

株式会社 技師長 神谷 文夫氏）、「中国への国産材輸出拡大のために本当になすべきこと

は何か？」（越井木材工業株式会社 中国市場開拓室長 邱 祚春氏）、「本事業の取組状況と

今後の展開について」（当協議会業務課長 趙 川氏）という４つの報告が行われた。 

その際、報告会の参加者に対して、①参加の目的、②報告会の内容に対する満足度、③中

国への輸出拡大に向けての問題点や中国の国家標準への日本産木材の明記や軸組構法の盛

り込みの取組み等についての感想及び意見を伺うことができた。アンケート調査を実施した。 

なお、当日は、超巨大地震の東北地方太平洋沖地震直後で、計画停電による交通機関の運

休や運転本数の制限等大幅な交通機関の混乱の中での開催であり、参加者は、参加申込者81

名に対し、参加者22名にとどまった。うち、アンケート回答者は14名であった。しかしなが

ら、関心のある方々ばかりであり、回答数は尐数ではあるが、概ねの傾向は把握できたもの

と考える。 

 

問１．本日の報告会の参加目的（複数可） 

参加目的は、「国産材輸出に関する情報を

得る」39％、「中国の木材・木造の市場や木

構造の標準に関する情報を得る」39％、「国

産材輸出課題と対策並びに本事業の実践的

な取組みについての情報を得る」18％、「そ

の他」4％であった。 

複数回答であることからすれば、参加者

は、国産材の輸出の情報を得ること、とり

わけ、木材需要の著増を続ける中国への情

報収集に高い関心があることがうかがえた。

併せて、中国への輸出課題と対策の実践的

取組みの情報を得たいとする関心が並行し

てあることがうかがえた。 

 

問２．本日の報告会の内容に対する満足度 

報告会の内容に対する満足度は、「まあ満

足」79％、「満足」21％であり、「やや不満」

及び「不満」はなかった。 

この結果から、報告会の内容については、

参加者の皆様に概ね満足いただけた内容であったことがうかがえた。 

国産材輸出

に関する情

報を得る。

39%

中 国 の 木

材 ・ 木造 の

市場や木構

造の標準に

関する情報

を得ること。

39%

国産材輸出

課題と対策

並びに本事

業の実践的

な取組みに

ついての情

報を得ること。

18%

その他

4%

問１．本日の報告会の参加目的（複数回答）

満足

21%

まあ満足

79%

問２．本日の報告会の内容に対する満足度
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問３．本日の報告会は皆様のお役に立つものでしたか。 

報告会の参加者への有用性については、「まあ役に立った」が57％、「役に立った」が43％、

「あまり役に立たなかった」及び「役に立たなかった」の回答がなかった。 

このことから、概ね、参加者の皆様に役に立つ有益な報告会であったことがうかがえた。 

 

役に立った

43%

まあ役に立った

57%

問３．本日の報告会は皆様のお役に立つものでしたか？

 

 

問４．中国向けの日本産木材の輸出拡大を達成する上で解決すべき問題点について、ご自由

にお書きください。 

この問については、次のような意見が寄せられた。 

・ コスト面では、中国産材や米材に対し不利であるため、富裕層向けに「日本産ブラン

ド」を全面に出して売っていくのが良いと思う。 

・ 木造を希望する中国生活者の住まい方に対応する科学的分析、風土に合った住まいの

提案。 

・ やはり国内において木材伐採の体制を根本的に見直す必要がある。 

・ 信頼できるパートナーを探す。 

 

問５．中国の国家標準に日本産木材を明記することや軸組構法を盛り込むことを実現するた

めには、どのような取組みが必要であるとお考えですか。 

この問については、次のような意見が寄せられた。 

・ 曲げ強度的には、スギでも問題はないとは思うが、ヤング率は尐し厳しいと思うので、

枠組壁構法で使う場合は、たて枠等、使いやすい部分から徐々に使っていくのが良い

と思う。 

・ 軸組構法の合理性や優れた長所のアピール、日本産木材の長所のアピール。 

・ 官民一体の取組みが必要だと思う。 

 

問６．今後の報告会やセミナーに取り上げてほしい事項や情報など、その他ご自由にお書き

ください。 

本項目については、次のような意見が寄せられた。 
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・ カナダは構法と材料を輸出しているので、日本も構法とセットで輸出すべき。我々は

集成材等建築物の構造システム（計算、加工、金物）があるので、何とかしたいが、

その可能性も取り上げてほしい。 

・ 中国人が日本の木造住宅に興味があるか、どの程度あるか？ 

・ 日本林業の復活は可能か？ 

・ 中国とのビジネスマッチングは必要。 

 

なお、回答者の属性は、以下のとおり。 

回答者の職業別については、流通・商社36％、その他（建築設計事務所、建材メーカー等）

が36％、行政機関・団体14％、住宅メーカー7％、木材メーカー7％であった。 

流通・商社関係者、その他（建築設計事務所関係者、建材メーカー等）が大半を占めるが、

その他については、建築設計や建材メーカー等であり、総じて言うと、ほとんどが、流通・

商社、住宅や木材メーカー、建築設計事務所関係者及びそれを支援する行政・関係団体であ

り、国産材の中国への輸出に強い関心を寄せている方々であったと言える。 

 

木材メーカー
7%

住宅メーカー
7%

流通・商社
36%

行政機関・団体
14%

その他 (建築設

計事務所、建材

メーカ等）

36%

該当するご職業をお選びください。

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国「木構造設計規範」における日本産木材の利用同等性の確立 

実 施 報 告 書 
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